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第１章 計画策定の趣旨と計画の期間 

１．計画策定の趣旨 

本市は、「市民の力」を土台に、新時代を力強く歩み、輝くまちの実現を目

指して、計画期間を 10年間（平成 20年度から平成 29年度）とする嬉野市

総合計画を策定し、これまで市民と一体となってまちづくりに取り組んできま

した。 

しかし、計画策定後、東日本大震災や集中豪雨による災害の経験等に伴う安

全・安心、環境・エネルギー、コミュニティ等に関する問題意識の高まり、Ｔ

ＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）1参加議論や経済のグローバル化の進行

等に対応する地域産業のあり方の再構築、さらには九州新幹線西九州ルートに

おける嬉野温泉駅の設置の決定後の事業推進など、本市を取り巻く情勢は大き

く変化してきています。 

さらに、市内においては、少子高齢化や人口減少が予想以上に進んでいるほ

か、市民ニーズの動向も近年変化してきています。 

こうした状況を踏まえ、嬉野市総合計画の基本構想については現状を維持し

つつも、基本計画については全面的に見直しを図り、各行政分野の目標や取り

組み内容を再構築しながら、戦略的かつ機能的に運用できる新しいまちづくり

計画として位置付けた、計画期間を 5 年間（平成 25 年度～平成 29 年度）

とする「嬉野市総合計画後期基本計画」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
1 太平洋周辺の国々の間でヒト、モノ、サービス、カネの移動をほぼ完全に自由にしようという国際協定。

ＴＰＰに加わると、海外への製品輸出が増えることで国内総生産を大きく引き上げる効果が見込まれる

一方で、安価な農産物の流入で国内農業関係分野に大きな被害が出ることが懸念されている。 
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２．計画の役割と期間 

（１）計画の役割 

「嬉野市総合計画後期基本計画」は、今後の嬉野市のまちづくりの基本方向

を示すもので、次のような性格と役割を持っています。 

 

■役割１ 参画・協働のまちづくりを進めるための共通目標 

今後のまちづくりの方向性と必要な施策をわかりやすく示し、市民一人ひと

りが主体的に参画・協働する、まちづくりの共通目標となるものです。 

 

■役割２ 地域経営を進めるための行財政運営の指針 

地方分権時代にふさわしい地域経営の確立に向けて、様々な施策や事業を総

合的かつ計画的に推進するための、行財政運営の総合指針となるものです。 

 

■役割３ 広域行政に対する連携の基礎 

国や佐賀県、広域行政圏等の広域的な行政に対して、本計画実現に向けて必

要な施策や事業を調整・反映させていく連携の基礎となるものです。 
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（基本計画） 

（２）構成と期間 

本計画は、「嬉野市総合計画後期基本計画」と「実施計画」で構成されてい

ます。それぞれの内容構成と期間は以下のとおりです。 

 

 

嬉野市総合計画後期基本計画 

「嬉野市総合計画後期基本計画」は、今後推進する主要施策や具体的な数値

による成果指標等を示したものであり、それぞれの施策項目ごとに現状と課題、

基本方針、主要施策、目標指標で構成されています。 

計画期間は、平成 25年度から平成 29年度までの 5年間とします。 

 

 

実施計画 

「実施計画」は、嬉野市総合計画後期基本計画に示した主要施策に基づき、

具体的に実施する事業等を定めたものであり、別途策定するものとします。 

計画期間は、３年間とし、ローリング方式により毎年度見直しを行います。 

 

 

嬉野市総合計画の構成と計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３年間 

３年間 

３年間 

平成  2 0  2 1  2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  2 8  2 9 年度 
（2008）                       （2017） 

10年間 （基本構想） 

実施計画 

後期基本計画 基本計画 

３年間 
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第２章 計画策定において踏まえるべき新
たな視点 

本計画の策定にあたっては、嬉野市総合計画基本構想と、基本計画の達成状

況を踏まえつつ、直近の市民ニーズの動向や市の将来人口の見通し、時代潮流

等を十分に踏まえ、新たな視点を取り入れていくことが必要です。 

そこで、本計画策定にあたって踏まえるべき、要素・背景と検討ステップを

まとめると、以下のとおりです。 

 

「嬉野市総合計画後期基本計画」策定にあたっての検討ステップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嬉野市総合計画 

基本構想・基本計画 

嬉野市総合計画

後期基本計画 

 

基本計画 

の達成状況 
 

 

新たな 

時代潮流 

 

 

市民ニーズ 

の動向 

 

本市の将来人口の 

見通し 
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１．市民ニーズの動向 

本計画の策定にあたって、市民アンケート調査（平成 25年９月に 18歳以

上の市民２,０00人を無作為抽出し、郵送方法によって実施。有効回収数 789、

有効回収率 39.5％）を実施しました。その結果の概要は次のとおりです。 

 

（１）市への愛着度と今後の定住意向 

 

 

 

 

市への愛着度については、「愛着を感じている」と「どちらかといえば感じ

ている」を合わせた“愛着を感じている”という人が 88.1％にのぼり、また、

今後の定住意向については、「住み続けたい」と「どちらかといえば住み続け

たい」を合わせた“住み続けたい”という人が 91.0％にのぼっており、市民

のまちへの愛着意識・定住意向はかなり強いといえます。 

このうち、定住意向については前回のアンケート調査（平成 18年９月に実

施）でも同じ設問をしていますが、“住み続けたい”比率が前回は 81.0％で

したが今回は前回に比べて 10ポイントも高くなっています。 

今後のまちづくりにおいても、これらの愛着度や定住意向を一層高めていく

視点に立ち、各種施策を推進していくこととします。 

  

市への愛着度 今後の定住意向 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

市に“愛着を感じている”という人が 88.1％、“住み続けたい”

という人が 91.0％にのぼり、市民の愛着意識・定住意向は強い。 

＜今回のアンケート結果＞ 

＜前回実施の（平成 18 年９月）アンケート結果＞ 

＜今回のアンケート結果＞ 

＜前回実施の（平成 18 年９月）アンケート結果＞ 
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（２）分野別にみた現状満足度と今後の重要度評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の各環境の現状に対する満足度を把握するため、６分野 48項目を設定

し、項目ごとに「満足している」、「どちらかといえば満足している」、「どちら

ともいえない」、「どちらかといえば不満である」、「不満である」の５段階で評

価してもらい、評価点を算出しました。 

その結果、満足度が最も高い項目は「消防・救急体制」で、次いで「保健サ

ービス提供体制」、「ごみ処理・リサイクル等の状況」、「し尿処理の状況」、「医

療体制」などの順となっています。 

一方、満足度が最も低い項目は「商業振興の状況」で、次いで「工業振興・

企業誘致の状況」、「雇用の創出・起業支援の状況」、「鉄道や空港へのアクセス

の状況」などの順となっています。 

 

次に、同じ 48項目について、今後どの程度重視していくべきかについて同

様にたずねました。 

その結果、今後の視点でみて重要度が最も高い項目は「消防・救急体制」で、

次いで「医療体制」、「ごみ処理・リサイクル等の状況」、「保健サービス提供体

制」、「防災対制」、「防犯対制」などの順となっています。このほか上位には、

上下水道の整備や環境保全・自然との共生、高齢者支援などの安全対策、社会

保障や高齢者支援などの福祉対策が続く結果となっています。 

 

今後のまちづくりにあたっては、これらの現状満足度や今後の重要度意向等

を総合的に勘案しながら、各種施策を推進していくこととします。 

市の現状として満足度が最も高い分野項目は「消防・救

急体制」。次いで「保健サービス提供体制」、「ごみ処理・リ

サイクル等の状況」の順。 

満足度が最も低いのは「商業振興の状況」。次いで「工業

振興・企業誘致の状況」、「雇用の創出・起業支援の状況」

の順。 

一方、今後のまちづくりにあたっての重要度評価が最も

高い分野項目は「消防・救急体制」。次いで「医療体制」、

「ごみ処理・リサイクル等の状況」の順。このほか、保健

サービス、防災体制、防犯体制などが上位を占める。 



第１部 総論 

 9 

まちの現状についての満足度 
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今後のまちづくりにあたっての重要度評価 
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（３）今後のまちづくりの重点方向 

 

 

 

 

 

今後のまちづくりにあたっての重点方向についてたずねたところ、少子高齢

化に対応した“保健・医療・福祉の充実”を中心に、生活者のまちとして快適

で安全・安心な“居住環境の整備”、さらには自然や環境優先の“環境保全の

まち”や“観光・交流のまち”を重視したまちづくりに市民の支持が集まって

いることがうかがえます。次いで“子育て・教育のまち”、“田園空間のまち”

などが続いています。 

今後のまちづくりにおいては、こうした市民ニーズを十分に踏まえ、重点化

を図りながら、各種施策を推進していくこととします。 

 

今後のまちづくりの重点について（全体／複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからのまちづくりの重点は「健康・福祉のまち」が第

１位。次いで、「快適住環境のまち」、「環境保全のまち」、「観

光・交流のまち」、「子育て・教育のまち」の順。 

 

（％）
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２．本市の人口推移と将来人口の見通し 

（１）人口と世帯数の推移 

本市の人口は年々減少しており、平成 22年国勢調査人口では３万人を割っ

て 28,984 人となっています。この間、一世帯当たり人数が一貫して減少し

ていることから世帯数は平成 17年まで微増を続けていましたが、平成 22年

国勢調査では人口減少率が大きくなって、ついに世帯数も減少に転じました。 

年齢３区分別人口の推移では、年少人口（15歳未満）と生産年齢人口（15

～64歳）は一貫して減少しているのに対し、老年人口（65歳以上）は増加を

続けていることから、本市における少子高齢化の傾向は一層深刻化しています。 

 

年齢３区分別人口の推移（国勢調査） 

（単位：人、世帯、人／世帯、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）総人口には、平成 12 年に 14 人、平成 17 年に 4 人、平成 22 年に 11 人の年齢不詳を含む。 
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単位：人
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(15歳未満）

生産年齢人口

(15～64歳）

老年人口

(65歳以上）

H7～H12 H12～H17 H17～H22

32,389 31,324 30,392 28,984 △ 0.66 △ 0.60 △ 0.93

年少人口 6,065 5,264 4,571 3,907
(15歳未満） (18.7%) (16.8%) (15.0%) (13.5%)

生産年齢人口 19,711 18,755 17,917 16,953
(15～64歳） (60.9%) (59.9%) (59.0%) (58.5%)

老年人口 6,613 7,291 7,900 8,113
(65歳以上） (20.4%) (23.3%) (26.0%) (28.0%)

9,233 9,308 9,372 9,314 0.16 0.14 △ 0.12

3.51 3.37 3.24 3.11 - - -

総人口

世帯数

△ 2.63 △ 2.91

△ 0.97 △ 0.89 △ 1.08

年平均増減率

△ 2.64

一世帯当人数

0.54

　　　　　　   　年

項目

2.05 1.67

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年
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（２）将来人口の見通し 

本市の総人口、人口構成等の今後の推移は下表のとおり予測されます。総人

口は年々減少し、計画目標年の平成 29 年には 26,880 人、さらにその５年

後の平成 34年には 25,274人程度に減少することが見通されます。 

この間、少子高齢化は一層進み、老年人口比率は平成 29 年には 32,9%、

平成 34年には 36.8%と人口の３分の１強を占めていく一方で、年少人口は

年々減少していくことが予想されます。生産年齢人口も、今後とも一貫して減

少していくことが予想されます。 

今後のまちづくりについては、このような人口構成の予測を踏まえながら各

種施策を推進していくこととします。 

 

年齢３区分別人口の予測結果 

（単位：人、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）平成 22 年は実績値。総人口には 11 人の年齢不詳を含む。 
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項目 H22～H29 H29～H34

28,984 26,880 25,274 △ 1.04 △ 1.19

3,907 3,352 3,073
(13.5%) (12.5%) (12.2%)

16,953 14,678 13,036
(58.5%) (54.6%) (51.6%)

8,113 8,850 9,165
(28.0%) (32.9%) (36.3%)

△ 2.24
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総人口
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(65歳以上）

平成22年

△ 1.66
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1.30
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年平均増減率

△ 2.03
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３．新たな時代潮流 

基本構想・基本計画策定後およそ 5 年を経過した今日、本市を取り巻く社

会・経済情勢は大きく変化しています。後期基本計画の策定と推進にあたって、

踏まえるべき代表的な時代潮流は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

地方の産業・経済は、依然として厳しい局面に立たされています。特に、古

くからわが国を支えてきた農業はＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）参加

問題等から大きな岐路に立たされているとともに、既存商店街の衰退、事業所

の規模縮小や撤退等の状況がみられ、地域全体の活力低下や、これに伴う雇用

環境の悪化が大きな問題となっています。 

国において観光立国を掲げ、国際競争力の高い魅力ある観光地域の形成によ

る観光産業の振興を図ることや農商工観光の連携一体化による６次産業化の

推進等を国の重点施策として打ち出しています。 

このため、今後のまちづくりにおいては、こうした時代の潮流を十分に踏ま

えながら、本市の基幹産業である観光や農業の振興をはじめ、地域産業の活性

化を促す環境づくりの視点を一層取り入れていくこととします。 

 

 

 

 

平成 23 年３月の東日本大震災や近年頻発する豪雨災害の発生等を背景に、

地域の防災・減災体制や原子力施設の安全性等に関する人々の意識が急速に高

まっています。 

また、子どもを巻き込む凶悪犯罪の発生や悪質商法によるトラブルの増加、

国境を越えた感染症や食の安全・安心に関する様々な問題の発生、さらには身

近な医療・福祉体制への関心の高まりなどを背景に、安全・安心に暮らせる社

会づくりが強く求められています。 

このため、本市においても今後のまちづくりにあたっては、消防・防災体制

や生活安全体制の一層の強化をはじめ、あらゆる分野で安全・安心の視点を一

層取り入れていくこととします。 

 地方産業・経済の低迷とＴＰＰ参加問題 

時代潮流１ 

 東日本大震災の発生、安全・安心への意識の高まり 

時代潮流２
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わが国全体で人口減少と少子高齢化の進行が止まりません。中でも団塊の世

代（第二次大戦後のベビーブーム世代）が高齢期に入る平成 27年度には、国

民の約 27％が 65歳以上の高齢者という、極めて高齢化の進んだ社会の到来

が予想されていますが、本市においては、全国平均を大きく上回って、計画目

標年の平成 29 年度の高齢化率は 33.0％になると予測されています。 

このため、今後のまちづくりにおいては、福祉体制や子育て支援体制の充実

はもとより、地域コミュニティなどあらゆる分野において、少子高齢化の進行

に即した環境づくりの視点を一層取り入れていくこととします。 

 

 

 

 

インターネットの普及により、いつでも、どこでもネットワークに簡単につ

ながり、様々な情報を瞬時に受発信できる環境が実現しています。また、こう

した情報化や交通網の発達等を背景に、人・物・情報の地球規模での交流がさ

らに活発化し、産業・経済分野はもとより、人々の身近な日常生活にまで国際

化が進んでいます。 

このため、今後のまちづくりにおいては、情報化や国際化を地域の社会基盤

としてとらえ、積極的に推進していく視点を一層取り入れていくこととします。 

 

 

 

 

わが国では、国と地方との関係や役割分担を抜本的に見直し、地域のことは

地域が決める地方分権への転換が進められています。これに伴い、今後、自治

体には、住民との協働を基本に、自らの地域の未来を主体的に考え、責任を持

って行動していく能力が一層強く求められます。 

このため、今後のまちづくりにおいては、市民と行政との協働のまちづくり、

市民団体や民間企業等の多様な主体が共に担う「新しい公共」の取り組みを進

めながら、自治体経営の効率化をさらに進め、自立力を向上させていく視点を

一層取り入れていくこととします。 

 地方分権の進展、「新しい公共」の時代の到来 

時代潮流５ 

 少子高齢化・人口減少の急速な進行 

時代潮流３

 情報化・国際化の進展 

時代潮流４
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第３章 まちづくりの方針と施策の体系 

１．まちづくりの方針 

（１）まちづくりの将来像 

「歓声が聞こえる嬉野市」 

（２）まちづくりの基本目標 

施策展開にあたっては次の４項目を基本目標として設定します。 

 

基本目標１ 世代をこえて住み続けるまち 

市民一人ひとりが尊重し合い、ボランティアの意識を持って互いに支えあ

い、すべての人にやさしく安心していきいきと暮らせるまちを目指します。 

 

 

基本目標２ 個性輝く魅力あふれるまち 

自然環境に配慮し、地域の特性と立地条件を生かした個性あるまちづく

りを進めます。 

 

 

基本目標３ 活力のある自治先進のまち 

「ひとにやさしいまちづくり」をはじめとする先駆的なまちづくりや良

好な景観づくりを推進するとともに、地域力を高めるための自治組織の育

成を支援し、地域情報化の環境整備を推進します。 

 

 

基本目標４ みんなで創る自立のまち 

市民協働によるまちづくりを目指し、それぞれの地域や団体が自立でき

る体制づくりを支援します。 
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（３）土地利用の基本方針 

嬉野市は佐賀県の南西部に位置し、山間部・盆地・平野で形成されています。

市の中心部を塩田川が西から東へ横断し、沿岸地域の生活と産業を潤していま

す。盆地となる上流域の嬉野町は、周囲の丘陵地帯ではお茶栽培に利用され、

川沿いは温泉を主とする観光産業、その周辺は住宅や水田として利用されてい

ます。また、下流域の塩田町は水稲をはじめとした農業用地として利用され、

自然と環境に配慮した土地利用が図られています。 

土地は市民生活と生産基盤としての貴重な資源であるとともに、災害防止や

動植物の生態系にも共通する資源といえます。このため、自然保護や環境保全

に考慮しながら、人と自然が共生できる有効的な土地利用を図る必要がありま

す。 

これからの土地利用は、少子高齢化を伴いながらの人口減少、新幹線駅の整

備等を生かした高度化や生活水準の向上、また価値観の多様化などに対応する

ため利用目的に応じた区分ごとの調整を図りながら進めていく必要があります。 

このような考え方を踏まえるとともにまちづくりの将来像「歓声が聞こえる

嬉野市」を実現するために、次に掲げる方針のもとに合理的かつ計画的な土地

利用を進め、産業活動が調和した総合的かつ計画的な土地利用を図ります。 

 

①美しい自然環境、農業的土地利用の保全と有効活用 

本市の美しい自然環境、棚田・茶園等の農業的土地利用と一体となっ

た自然環境の維持・保全を図り、環境保全を前提に生産基盤として有効

活用を図ります。 

②貴重な歴史的資源・文化的環境の保全と景観形式 

本市の貴重な歴史的資源・温泉街としての文化的環境の保全を図ると

ともに、歴史的・文化的環境と調和した一体的な景観形成を図ります。 

③九州新幹線西九州ルートの整備効果を活かした魅力ある市街地形成と

保養型・滞在型・体験型の健康保養地形成 

九州新幹線西九州ルート整備と新駅設置による波及効果を最大限に活

かし、都市的サービスの機能集積、住宅地整備により魅力ある市街地形

成を図るとともに、温泉を活かし、自然環境・歴史的資源を活用しなが

ら、国際的な観光地として保養型、滞在型、体験型の健康保養地の形成

を図ります。 
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２．嬉野市総合計画後期基本計画施策の体系 

まちづくりの方針を踏まえ「嬉野市総合計画後期基本計画」における施策の

体系を次のとおり設定します。 

＜将来像＞    ＜施策の大項目＞      ＜施策の中項目＞ 

－１．地域福祉 －６．健康増進 

－２．子育て支援 －７．医療 

－３．高齢者福祉 －８．保険 

－４．障がい者福祉 －９．年金 

－５．社会保障 －10．消費者保護 

 

－１．自然との共生 －９．下水道 

－２．景観 －10．道路・交通 

－３．公園・緑地 －11．消防・防災 

－４．河川 －12．防犯・交通安全 

－５．都市計画 －13．生活環境 

－６．土地利用 －14．廃棄物処理 

－７．居住環境 －15．情報通信 

－８．上水道 

 

－１．観光・交流の活性化 

－２．ひとにやさしいまちづくり 

－３．地域内外との交流 

－４．広域交通ネットワーク 

 

－１．幼児・学校教育 

－２．生涯学習 

－３．スポーツ 

－４．青少年 

－５．歴史・文化財 

－６．文化・芸術・芸能 

 

－１．農業・水産業 

－２．林業 

－３．工業 

－４．商業 

－５．雇用の創出・起業支援 

 

－１．人権 

－２．男女共同参画 

－３．住民自治の育成 

－４．行政への住民参画 

－５．行政計画 

－６．財政計画 

 

歓
声
が
聞
こ
え
る
嬉
野
市 

１． 
生涯を通じて健康でいきいき 
と暮らせる「福祉のまち」 

２． 
自然と共生する 
「安全で快適なまち」 

３． 
もてなしの心で結ぶ 
「交流のまち」 

４． 
豊かな自然、伝統、文化を守
り、「人を育てるまち」 

５． 
地の利を生かし地域の力を
発揮する「活力のまち」 

６． 
だれもが参画できる 
「協働と自立のまち」 
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第１章 生涯を通じて健康でいきいきと暮
らせる福祉のまち 

◆施策体系 

 

 

－１．地域福祉 －６．健康増進 

－２．子育て支援 －７．医療 

－３．高齢者福祉 －８．保険 

－４．障がい者福祉 －９．年金 

－５．社会保障 －10．消費者保護 

 

 

◆戦略プロジェクト 

「生涯を通じて健康でいきいきと暮らせる福祉のまち」の実現を目指して、

戦略的役割を担い、新しいまちづくりを牽引していくべき施策を「戦略プロジ

ェクト」と位置づけ、次のとおり重点的に取り組んでいきます。 

 

戦略プロジェクト 

①支え合いで築く地域福祉プロジェクト 
みんながお互いに支え合い安心して暮らすことができるように、高齢者世帯

と地域コミュニティとの結びつきを深めながら、高齢者が元気に生活できる健

康づくり等の多様な活動機会や交流する場所づくりの充実に努めます。 

 

②子育て家庭の定住・市内移住推進プロジェクト 

保育サービスの充実や子どもの医療費助成など、子育てに関する負担の軽減

や支援施策の継続的な実施に努め、子育て世代の市内定住と市外から市内への

移住を促進します。 

 

③いきいき健康づくりプロジェクト 
市民一人ひとりが「自分の健康は自分で守る」という意識を持ち、その意識

を家庭や地域に広げていくための適切な保健情報の提供を行うとともに、食生

活改善推進員等の地域活動を支援します。 

 

生涯を通じて健康
でいきいきと暮ら
せる福祉のまち 
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１．地域福祉 

◆現状と課題 

生活様式の多様化、核家族化、少子高齢化などにより、人と人とのつながり、

地域への帰属意識の低下などで、地域社会の脆弱化が進んでおり、ひとり暮ら

しの高齢者や障がい者、ひとり親家庭の増加をはじめ、私たちの身近な生活の

中からも、様々な課題が見受けられるようになりました。 

また、平成 23年３月の東日本大震災では、あらためて地域コミュニティの

必要性が再確認され、今後、地域福祉を進めていく上で、日常からのつながり

や災害時における避難行動要支援者への支援体制の再構築も求められていま

す。 

地域福祉の推進にあたっては、子どもから高齢者、障がいの有無に関わらず、

様々な人の誰もが住み慣れた地域で心豊かに安心して暮らせ、自分の意思でさ

まざまな社会活動に参加できるよう努めていく必要があります。 

このため、地域住民や地域ボランティア、福祉サービス事業者等の福祉活動

に関わる人たち、そして行政機関などが連携し、それぞれの役割や特性を活か

しつつ、地域の中でお互いに助け合いながら、よりよい方策を見出していくネ

ットワークの構築が重要な課題となっています。 

 

◆基本方針 

誰もが住み慣れた地域で、お互いのことに関心を持ち支え合いながら充実し

た暮らしを送れるように、交流の機会・活動の場の充実やそれに参加しやすい

環境づくりを行うとともに、日常から地域で支え合える関係を基本にした、防

犯体制や災害時・緊急時の支援といった安心・安全を支える体制の充実に取り

組みます。 

また、一人ひとりが真に豊かな暮らしを送るために、必要な時に適切な福祉

サービスが提供できるよう、福祉サービスに関する情報提供や相談体制の充実、

さらには質の充実、権利保護の充実や苦情解決といったサービスの質の向上に

取り組みます。 

このため、市民の福祉活動への意欲が高まり実のあるものへとつながるよう、

福祉教育や人権教育を推進し、福祉意識の向上を図り、日常の生活のみならず

災害時等の様々な場面における、地域のボランティア活動等を推進していきま

す。 

 

―地域ぐるみで福祉活動を推進するまちに 
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◆主要施策 

１ ふれあいとつながりの場所づくり 
●高齢者や障がいのある人、子ども、子育て家庭など、同じ環境にある人同士の

ふれあいや、若い世代を含めた世代間の交流を促進していきます。 

●身近な地域の資源を有効に活用し、高齢者や子ども、障がいのある人など誰も

が広く利用し、気軽に交流を深めることができる場をつくっていきます。 

２ 支え合いで築く安心・安全に暮らしていく体制づくり 
●地域において、子育て家族や高齢者、障がいのある人など、悩みや問題を抱え

た人が孤立することを防ぐために民生児童委員や各種相談員等の活動の充

実・連携強化を図るとともに、地域全体での見守りネットワークを構築します。 

●地域の中で、日頃から障がいのある人や一人暮らし高齢者などの把握を行うと

ともに地域における自主防災組織の推進、防災訓練の実施など、住民が協力し

て地域の安全に取り組む環境づくりを進めます。 

３ 適切な福祉サービスを利用できる仕組みづくり 
●市民誰もが、福祉制度・サービス等についての情報を、必要なときにいつでも

入手できるように、高齢者や障がい者などに配慮した情報提供の充実に努める

とともに、利用者のニーズに対応したサービスの提供やサービスの質の向上を

図ります。 

●市報やホームページ・出前講座を通じて、成年後見制度や日常生活自立支援事

業（社会福祉協議会で実施）に関する周知を行うとともに、権利擁護のための

相談支援体制、障がいのある人や乳幼児から高齢者までの虐待防止体制の充実

を図ります。 

４ 誰もが地域福祉活動に参加できる環境づくり 
●道路や公共施設など地域の環境のバリアフリー化や心のバリアフリー化、さら

にユニバーサルデザインのまちづくりを推進します。 

●高齢者や障がいのある人などの交通弱者対策として、移動手段の充実に努めま

す。 

●市民がボランティアやＣＳＯやＮＰＯ等の活動に関心を持ち、参加できるよう、

情報提供の充実や活動しやすいしくみづくりを進めます。 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

福祉ボランティアグループ数 46団体 60団体 

福祉ボランティア登録者数 5,595人 6,000人 

「地域福祉体制」市民満足度 24.4％ 30.0％ 

「バリアフリー化の状況」市民満足度 26.0％ 30.0％ 
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身近な地域で地域福祉活動に「参加してい
る」市民の割合 

32.4％ 40.0％ 
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２．子育て支援 

◆現状と課題 

嬉野市は少子化が進行し、子どもの数が減少傾向にありますが、保育所への

入所希望は、むしろ高まっています。現在待機児童はいない状況ですが、保育

に対する保護者の要望も多様化しているため、今後も延長保育や一時保育、障

がい児保育、放課後児童クラブ等保育サービスの充実を図る必要があります。

また、老朽化が進んでいる保育所の計画的な新築・改築整備を支援する必要が

あります。 

母子家庭と父子家庭は養育を一人で担っているため、生計を維持していくう

えで様々な問題を抱えており、これらの家庭の児童の養育等を医療費助成や自

立支援教育訓練給付金の支給等により経済的に支援する必要があります。 

児童虐待は今や大きな社会問題となっています。対策としては、既に家庭相

談員を配置するなど支援体制を整備していますが、今後も引き続き関係機関と

連携を強化し、虐待の早期発見・早期対応に努めていく必要があります。 

このため、新たに制度された子ども・子育て支援法に基づき、平成 27年度

からは５年を１期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業計画を策

定し、点検・評価を行いながら計画を実行していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※合計特殊出生率とは、15 歳から 49 歳までの一人の女性の年齢別出生率を合計し

たもので、一人の女性一生の間に産む子ども数に相当します。 

 

◆基本方針 

子どもを持つ親が不安なく子育てと仕事を両立でき、子どもが健やかに伸び

伸びと成長し、子どもたちの歓声と笑顔があふれる社会を目指します。 

このため、地域の実情に合わせた保育所運営や放課後児童対策の充実、ひと

り親家庭への支援の充実に努めるとともに、児童虐待の早期発見・早期対応の

ための支援体制の整備を図ります。 

―子どもたちの歓声と笑顔があふれる社会に 
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◆主要施策 

１ 地域の実情に応じた保育の充実 
●地域の実情に応じて保護者や子どもが居宅から容易に移動することが可能な

区域を設定し、区域ごとに保育の量等を定め施設整備及び事業の実施を図りま

す。 

●老朽化が進んでいる保育所の計画的な新築、改築整備を支援します。 

２ 保育サービスの充実 
●子どもを育てながら働く家庭の保育需要に対応し、乳幼児や障がい児を受け入

れ、保護者の要望に沿える保育サービスを提供します。 

３ 安心して子どもを預けられる環境の確保 
●仕事をしながら子育てをしている親が安心して働けるよう、また、子どもが保

育施設等で安全に過ごせるよう、子育て環境の整備や内容の充実を図ります 

●特に、利用児童数が増えている放課後児童クラブ室は、より広い施設へ移転す

るなど子どもの安全に配慮します。 

４ ひとり親家庭に対する支援の推進 
●母子家庭、父子家庭及び寡婦の経済的自立や家事、子育ての援助など様々な問

題が解消されるよう、医療費の助成や技能訓練費等の支給を行うとともに、母

子自立支援員による就業相談等の支援を行います。 

●母子家庭に対しては、母子福祉資金の貸付相談や児童扶養手当の支給などの経

済的支援により、生活の安定を図り自立を促進します。 

５ 子どもと家庭に対する支援の充実 
●地域子育て支援センターを充実し、相談や交流、情報提供により育児不安や孤

立化の緩和を図ります。 

●ファミリーサポートセンターの充実を図るため、養成講座や研修により会員を

増やし、サービス利用の促進に繋げます。 

●児童虐待の予防と早期発見、早期対応に努めるため、家庭相談員や要保護児童

対策地域協議会の支援体制を強化し、子どもの安全を守ります。 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

障がい児保育委託保育所 １箇所 ３箇所 

ファミリーサポート事業年間利用件数 148件 200件 

「子育て支援体制」市民満足度 30.4％ 35.0％ 
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３．高齢者福祉 

◆現状と課題 

嬉野市における高齢化率は 28％であり、全国平均を上回り、急速に高齢化

が進み本格的な超高齢社会を迎えています。今後のさらなる高齢化の進行に伴

う認知症高齢者対策、施設への入所待機者の増加など、様々な課題に対応した

新たな対策が求められています。 

特に高齢者が住み慣れた地域の中でいつまでも安心して暮らしていける地

域社会の実現に向け、在宅福祉サービスでは、高齢者の積極的な社会参加の取

り組みと地域に密着した医療、保健、福祉、介護の連携によるきめ細かいサー

ビスの提供が必要となっています。 

また、要介護者等を社会全体で支援するしくみとして平成１２年度にスター

トした介護保険制度は、サービス提供基盤の整備に伴い、サービス利用者が着

実に増加するなど、高齢者を支える制度として定着しています。しかし、サー

ビス利用者の増加に伴い、給付費も急速に増大しています。 

このため、制度の持続性を維持しつつ高齢者の生活機能の低下を未然に防止

し、維持向上させるために介護予防体制を確立することや地域包括支援システ

ムの確立等が大きな課題となっています。 

保険者である杵藤広域圏と嬉野市を含む構成市町が今後もさらに連携を強

化し、介護保険サービスの一層の充実と介護保険の円滑な運営を図っていきま

す。 

嬉野市内の老人福祉施設数 

施設の種類 施設数 

介護老人保健施設 １ 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ３ 

養護老人ホーム １ 

介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス) ２ 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ４ 

 

◆基本方針 

高齢者が健康でいきいきと住み慣れた地域で安心して生活し、介護が必要な

ときは十分な介護サービスが受けられるように介護サービス体制の充実を行

います。 

特に、一人暮らし高齢者等が地域の中で生活できる環境づくりや在宅支援を

促進して、高齢者が生きがいをもって生活できるように高齢者の自立支援を推

進します。 

 

―健康で生きがいのある生活の実現を 
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◆主要施策 

１ 高齢者の健康づくりと介護予防の推進 
●高齢者が生涯にわたっていきいきと健康に過ごせるよう、健康診査などの充実

を図ります。 

●高齢者が要支援・要介護状態へならないように、ロコモティブシンドローム（運

動器症候群）予防のための介護予防健康教室などを行います。 

●高齢者支援団体等への支援を通じて、地域住民が一体となった高齢者の健康づ

くり体制の強化を図ります。 

２ 高齢者介護サービスの充実 
●高齢者が不安なく過ごすことができるように地域包括支援センターを中心に

地域に密着した訪問、相談などの体制づくりや、介護保険事務所・施設間の連

携・連絡体制の強化などにより介護サービスの充実を図ります。 

３ 生活支援体制の充実 
●高齢者が住み慣れた地域や家庭で生きがいを持っていきいきと暮らすことが

できるように在宅福祉を推進します。 

●高齢者の知識や経験をよりよい地域づくりや地域活性化に生かすことができ

るように、高齢者ボランティア等の高齢者団体の育成、就労機会の提供及び地

域の拠点づくりに努めます。 

４ 在宅高齢者の安全な生活の確保 
●一人暮らし高齢者等が地域の中で安心して暮らし続けるために日常的な生活

の安全を地域全体で見守る体制づくりの整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

特別養護老人ホームのユニット型床数 ０％ 70％ 

「高齢者支援体制」市民満足度 41.2％ 50.0％ 
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４．障がい者福祉 

◆現状と課題 

嬉野市の障がい者数は増加の傾向にあり、障がい者の高齢化、障がいの重

度・重複化が進んでいる上に、高齢者世帯の増加や家族の介護機能の低下など

により、地域みんなで支え合う障がい福祉の充実がますます重要となってきて

います。 

平成１８年度からは「障害者自立支援法」の施行により、障がい保健福祉の

総合化、自立支援型システムへの転換、制度の持続可能性の確保の３つの視点

から、従来の障害者関連サービスが新たな体系へと再編され、さらには「障害

者自立支援法」に替わる「障害者総合支援法」の制定など、障がい者をとりま

く法制度は毎年、変化しています。 

こうした状況の中、本市におけるこれまでの障がい者施策の成果を受け継ぎ

つつ、ニーズの多様化や法制度の改正の動向などに迅速・的確に対応しながら、

誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らせるまちを目指します。 

 

障がい者手帳（精神保健含む）及び療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆基本方針 

障がいや障がい者に対する偏見をなくし、「ノーマライゼーション」や「イ

ンクルージョン」の実現のため、子どもの頃から、思いやりの心と助け合いの

精神を養う福祉教育を取り入れるとともに、障がい福祉に関する啓発と広報活

動を進めます。 

また、障がい者が生き生きとした生活を実感することができるよう、主体的

に多様な福祉サービスを活用できる支援体制を整備するとともに、様々なバリ

アフリーを進め、障がい者が社会参加できるしくみを整えます。 

このような施策を通して障がいの有無を問わずすべての人々が“ぬくもり”

を感じながら生活できる共生生活の実現を目指します。 

―地域や家庭で安心して生活できるように 

1,631
1,731

1,869 2,007

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

（人）



第２部 基本計画  

 32 

◆主要施策 

１ 支え合う地域福祉活動の充実 
●すべての住民が障がいのある人や障害に対する理解を深め、障がいの有無にか

かわらず互いを尊重し、思いやりの心をはぐくみ、共に支え合う「ノーマライ

ゼーション」のまちづくりを進めるとともに、小中学校から生涯学習までの福

祉教育の充実を図ります。 

２ 自立と社会参加を支援する環境の充実 
●発達障害を含めた障害のある子どもたちに対して専門機関との連携を進め、乳

幼児期から学校卒業まで計画的な療育や教育を行うための相談支援体制の充

実に努めます。 

●障がい者の働く意欲を尊重し、企業等への就労に向け雇用情報を積極的に提供

するとともに、障がい者が地域社会の一員として自覚できるような活動や生き

がいづくりともなる活動の場を提供していきます。 

●障がい者が必要な情報を入手できるように、また、情報伝達に支障がある障が

い者が自立参加できるための支援を図ります。 

３ 地域社会を支える体制の充実 
●障がい者の権利を擁護する制度の利用促進・普及を図るとともに、保健・医療

機関との連携協力により、障がいのある人が健康に暮らしていけるための体制

づくりに取り組みます。 

●障がい者ができる限り地域の中で自立して生活できるよう、在宅生活を送る上

で必要とされるサービスを充実させるとともに、地域での生活が困難な人が安

心して生活できる施設サービスの確保・訓練等給付の充実につとめます。また、

障がい者が安定した生活を送れるよう、各種手当・年金などの利用促進を図り

ます。 

４ 安全な生活環境の整備 
●障がい者への配慮がなされた居住環境の整備や公共的施設のバリアフリー化、

移動・交通対策を推進します。 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

移動支援事業の利用件数 357件 500件 

地域活動支援センター利用者数 2,320人（延数） 4,000人（延数） 

障がい者支援の相談を受けた件数/年 3,200件（延数） 4,000件（延数） 

就労をしている障がい者数（一般企業等へ
の就労者数） 

181人 250人 
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「障がい者支援体制」市民満足度 28.0％ 33.0％ 
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５．社会保障 

◆現状と課題 

日本国憲法第 25条の規定に基づいて、すべて国民は、健康で文化的な最低

限度の生活を保障され、自立するための援助が受けられるよう生活保護法が制

定されています。 

嬉野市の生活保護の現況は、市街化地区と農業地区では大きな違いがみられ

ます。市街化地区は農業地区と比べて保護率が高い状況にあり、長引く不況や

加齢等の理由で生活保護による救済を求める人も多くなっています。一方、農

業地区では、生活が比較的安定しており保護率は低くなっています。 

平成 24 年度末における嬉野市の保護率は 10.25‰（パーミル・千分率）

ですが県平均の 9.44‰を上回っています。その原因の一つとして、長引く不

況により観光業の低迷が続いており、ホテル・旅館の閉鎖に伴う失業者の増加、

また、芸妓・ホステス等として就労してきた者の高齢化による就労先の減少等、

観光地特有の事情があり、今後も増加傾向が続くものと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆基本方針 

生活保護受給者の個別の事情に応じた保護の実施と就労支援による自立の

推進を図ります。 

要援護世帯に対しては、安心して暮らせるよう関係機関との連携を図ります。 

 

―生活の保障と自立の支援を 
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◆主要施策 

１ 個別の事情に応じた保護の実施と就労支援 
●生活保護の受給者は、それぞれ個別の事情があり困窮状態にあるため、それぞ

れの事情に応じた支援及び保護の実施を行います。 

●就労のための支援を行うことにより自立の推進を図ります。 

２ 保護の適正実施 
●生活困窮者が等しく救済されるよう注意を図るとともに、生活保護制度が正

しく運用されるよう不正防止に努め、生活保護法に基づく適正実施を推進しま

す。 

３ 要援護世帯に対する支援 
●高齢世帯や傷病・障がい世帯などの要援護世帯に対しては、介護サービス提

供機関との連携による在宅福祉サービスの利用を勧めるとともに、関係機関と

の連携によりきめ細かな支援に努めます。 
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６．健康増進 

◆現状と課題 

本市における各種検（健）診の受診率は近年伸び悩んでいます。今後市民へ

生活習慣の改善による疾病予防に関する知識の普及、啓発を図ることにより、

検（健）診による疾病の早期発見・早期治療の重要性を浸透させ、受診勧奨を

徹底する必要があります。 

健康づくりは個人での健康管理に併せて、地域全体での取り組みが重要にな

ってきています。嬉野市内の７つの地域コミュニティ運営協議会の健康福祉部

門と連携し、市民全体の健康度が高まるような施策を進めることが重要です。 

このため、引き続き、行政は関係機関や地域と連携した活動を行っていく事

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆基本方針 

住み慣れた地域でいつまでも、健康で豊かに暮らしていける社会を目指して、

栄養・運動・休養を三本柱に、健康づくりの施策を展開します。 

健康づくりは、市民一人ひとりに適した保健指導を実施するとともに、地域

に共通した健康課題にも焦点を当て、地域全体での取り組みが実践できるよう

に支援を行います。 

このため、嬉野市健康総合計画、嬉野市食育推進計画に基づき計画的に施策

事業を実施します。 

 

―健康で豊かに暮らせる社会を目指して 
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◆主要施策 

１ 地域における健康意識の向上 
●栄養・運動・休養に主眼を置いた健康的な生活スタイルを定着し、健康意識の

向上を図るとともに、各種健康診査及び健康教育、相談等の利用向上を推進し

ます。 

●「家族みんなでお口の健康づくり宣言」の実践を通じて市民の健康意識の向上

を促します。 

２ 健やかに子どもを育てる支援体制の推進 
●心豊かに安心して子育てができるよう、妊娠出産期から、乳幼児・学童期の子

育てにいたるまでの支援体制の整備を推進します。 

●命の大切さについて学ぶ体験を思春期から推進します。 

３ 家庭や地域における食育の推進 
●食に対する関心と理解を深め、健全な食習慣を確立するために、世代間を通し

た料理教室などの機会の提供により、幅広い世代への適切な生活習慣の形成を

促進します。 

●地域においては、栄養や食習慣の改善、生活習慣病の予防及び健康増進を推進

するため、健全な食生活に関する普及啓発及び食生活改善推進員の養成と資質

の向上並びに活用を図ります。 

４ 心の健康づくりの推進 
●地域の中で、人々とのコミュニケーションを密にしながら、心の病気を防止し

ていく相談支援体制の確立が急務となっています。そのために、専門職（医師、

保健師、精神保健福祉士、臨床心理士）の配備を行い、安心して相談が受けら

れる体制づくりに努力します。 

●心の相談を実施している機関の PRに努めると共に、ゲートキーパーを養成し、

誰もが相談しやすい環境の整備を図ります。 

 

◆目標指標 

指標名 
現状値 

（平成 24年度末） 
目標値 

（平成 29年度） 

特定健康診査受診率 41% 45% 

特定保健指導受診率 37.2% 40% 

訪問指導、健康相談（妊産婦、乳幼児、学
童、成人） 

4,353人 4,700人 

むし歯保有率（３歳児健康診査） 23.9%  25.0% 

食生活改善普及講習会の参加者 637人 800人 

「保健サービス提供体制」市民満足度 58.5％ 63.0％ 

健康増進のための取り組みを「している」
市民の割合 

67.2％ 70.0％ 
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７．医療 

◆現状と課題 

嬉野市内には、平成 25年３月 31日現在、病院４、診療所 14、歯科診療

所 11があり、病床数も 1,455床となっています。小児の夜間診療について

も整備され、本市の医療環境は恵まれた状況にあるといえます。 

現在、休日の一次医療として在宅当番医制事業、二次医療として杵藤地区病

院群輪番制事業を実施し、また、小児救急は 19時から 21時までの小児夜間

救急外来診療体制整備事業の実施により毎日対応していますが、今後とも市民

に対し事業の周知徹底を図ることが必要です。 

 

◆基本方針 

地域における医療情報の提供と、市民が安心できる医療の確保を目指します。 

 

◆主要施策 

１ 日常的医療サービスの充実 
●かかりつけ医の重要性を啓発するとともに、地域医療支援病院である独立行政

法人国立病院機構嬉野医療センターとの連携により、市民が安心できる医療体

制を確保します。 

２ 救急医療体制の充実 
●救急医療情報システム「99さがネット」により医療情報を提供します。 

●在宅当番医制事業により、休日、祝祭日の医療の充実を図ります。 

●小児夜間救急外来診療体制整備事業により、毎日の夜間（19 時から 21 時）

小児救急医療を提供します。 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「医療体制」市民満足度 66.1％ 70.0％ 

 

―市民の安心を確保するために 
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８．保険 

◆現状と課題 

国民健康保険は、相互扶助の精神にのっとり、被保険者からの国民健康保険

税をもとに病気、ケガの治療等の場合に保険給付を行う、国民皆保険の根幹を

なす社会保険制度です。 

嬉野市においては加入者数、世帯数とも増加傾向にあり、高齢化の進展、高

度医療技術の進歩などにより保険給付費が年々増加しています。また、加入者

に高齢者や低所得の占める割合が高く、事業の運営が厳しい状況にあります。 

このため、制度運営の安定化に向け、国民健康保険税の収納確保や国民健康

保険制度の広報を行うとともに、被保険者の健康保持・増進のため各種保健事

業に取り組む必要があります。 

 

◆基本方針 

高齢化の進行や加入者の構造の変化等により、国民健康保険事業の運営が厳

しい状況にあることから、増え続ける医療費と国民健康保険税の収納率の低下

に歯止めをかけ、国民健康保険財政の健全化と医療費の適正化に努めます。 

 

◆主要施策 

１ 保険財政の安定確立 
●医療費の動向を見ながら適切な保険税の設定を行い、収納率の向上に努めます。 

２ 医療費適正化の推進 
●特定健診などの実施や診療報酬明細書（レセプト）などのデータを活用した受

診指導を行い、生活習慣病の予防や適切な受診による医療費の削減をめざしま

す。 

 

◆目標指標 

指標名 
現状値 

（平成 24年度末） 
目標値 

（平成 29年度） 

国民健康保険税の収納率の向上（佐賀県広

域化計画の目標値） 
91.47% 93.25% 

一人あたり医療費（療養諸費）の縮減 

嬉野市 
（407,992円） 
県平均 
（364,996円） 
対県比  1.12 

対県比 1.06％ 

―保険財政の健全化と健康意識の高揚を目指して 
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９．年金 

◆現状と課題 

加入者の不慮の事故に備え、また老後の生活が安定したものになるよう、年

金の加入と収納について理解を促していく必要があります。 

 

◆基本方針 

老後や不慮の事故などの生活保障の柱となる年金の確保のため、広報活動に

より年金制度の周知と啓発を図るとともに相談窓口業務の充実に努めます。 

 

◆主要施策 

１ 年金制度についての広報活動委の推進 
●年金制度の必要性と仕組みについて広報活動を行い、年金の加入促進と収納に

ついての理解を促します。 

２ 年金制度についての相談窓口の充実 
●年金についての相談窓口の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

年金相談の回数（月間） 84回 90回 

―年金の確保で安定した老後を 
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10．消費者保護 

◆現状と課題 

インターネット商取引の普及や消費者ニーズに対応した商品・サービスの多

様化をはじめ、消費者を取り巻く環境が急激に変化する中、消費生活に関する

様々な問題が発生しています。 

本市では、県などと連携し、情報の提供や相談等を行い、消費者対策を推進

していますが、今後とも消費生活の一層の多様化が予想される中で、消費者自

らが被害の未然防止や消費生活の質的向上を図り、自立することができるよう

消費者教育・啓発や情報提供の推進、相談体制の充実に努める必要があります。 

 

◆基本方針 

市民の消費生活の安定と向上に向け、近年の環境変化に即して相談体制のさ

らなる充実・強化や迅速な情報提供、消費者教育・啓発の充実に努めます。 

 

◆主要施策 

１ 消費者教育・啓発等の推進 
●市民が自らの意思と責任によって消費行動ができるよう、県などとの連携のも

と、広報誌やＣＡＴＶ、パンフレット等の活用、講演会や出前講座の紹介等を

通じ、消費者教育・啓発、消費生活情報の提供、リーダーの育成等を図ります。 

２ 消費生活相談の充実 
●消費者に対して適切なアドバイスが行えるよう、県や周辺自治体との連携強化

に努めるとともに、消費生活相談員の資質向上を図り、相談体制の充実に努め

ます。 

●相談後のアフターケア体制の充実に努めます。 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

消費生活相談窓口の開設 年 51回 年 52回 

「消費者対策の状況」市民満足度 8.2％ 15.0％ 

 

―消費者の暮らしの安全・安心を 
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第２章 自然と共生する安全で快適なまち 

◆施策体系 

 

 

－１．自然との共生 －９．下水道 

－２．景観 －10．道路・交通 

－３．公園・緑地 －11．消防・防災 

－４．河川 －12．防犯・交通安全 

－５．都市計画 －13．生活環境 

－６．土地利用 －14．廃棄物処理 

－７．居住環境 －15．情報通信 

－８．上水道 

 

◆戦略プロジェクト 

「自然と共生する安全で快適なまち」の実現を目指して、戦略的役割を担い、

新しいまちづくりを牽引していくべき施策を「戦略プロジェクト」と位置づけ、

次のとおり重点的に取り組んでいきます。 

 

戦略プロジェクト 

①歓声が聞こえる都市づくりプロジェクト 
九州新幹線西九州ルートの整備効果を最大限に生かすため、都市再生整備事

業や温泉文化交流拠点、歴史文化交流拠点の整備とこれらを結ぶ新しい公共交

通体系の確立等の事業に総合的・計画的に取り組み、観光客や老若男女の市民

の歓声が街中に聞こえるまちの実現を目指します。 

 

②資源循環型エコタウンプロジェクト 

リサイクルの推進など３Ｒ運動やごみの減量化を地域ぐるみで実践すると

ともに、環境に優しいエコ商品の使用や節水など、資源循環型エコタウン社会

を構築します。 

 

③みんなで支える防災・減災プロジェクト 

東日本大震災の経験を踏まえて、市の地域防災計画を見直し、広域防災体制

を構築するとともに、総合的な防災訓練の実施や自主防災組織の育成、防災施

設の整備充実及び災害時要援護者体制を確立します。 

自然と共生する安
全で快適なまち 
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１．自然との共生 

◆現状と課題 

嬉野市には、肥前小富士の別名を有する唐泉山や春の野焼きが西日本でも有

数の規模を誇ると言われる大野原高原といった特色ある山々があります。また、

河川では、有明海に注ぐ塩田川が市の中心部を清らかに流れています。 

これらの緑豊かな山々や清流といった自然資源は、私たちの生活を支え、歴

史や伝統を育んできた市民の貴重な財産である一方で、河川の氾濫などの自然

災害を発生させる厳しい一面も有しています。 

水と緑豊かな自然と共生するまちづくりを進めるうえで、嬉野市の持つ豊か

な自然環境の保全や景観の維持を全市民が一体となって取り組んでいく必要

があります。 

今後、こうした環境保全施策は、人々の定住促進や循環型社会の形成につな

がるものとして、本市のまちづくりにとって一層重要性を増すことが見込まれ

ることから、総合的な指針づくりのもと、身近な自然環境から地球環境までを

視野に入れた環境施策や新エネルギー施策等を推進し、内外に誇りうる環境に

やさしいまちづくりを進めていく必要があります。 

 

◆基本方針 

嬉野市は、塩田川や唐泉山など豊かな自然環境に恵まれ、これらの自然環境

は市民の大きな財産でもあります。これまで大事に育まれてきた嬉野市の豊か

な自然環境を大切に守り次の世代へ引き継いでいきます。 

 

 

 

―豊かな自然環境を次世代へ 
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◆主要施策 

１ 自然愛護意識の高揚 
●自然に関心を持ち、自然環境を守っていく意識を高めていくため、市民に自然

を愛する心を育てる運動を展開します。 

２ 自然とのふれあい促進 
●自然に親しむ散策道などを整備するとともに、インターネットやケーブルテレ

ビの活用により、自然に関する情報を提供し、自然に親しむ機会を創出します。 

３ 自然環境の保全 
●地球規模で生態系や環境への影響が深刻化する中、野生動植物など貴重な動植

物の保護を強化し、地域での自然環境の保全を推進します。 

４ 市民・事業者の環境保全活動の促進 
●環境教育や啓発活動を積極的に推進し、環境保全意識の高揚を図りながら、地

域における環境美化運動はもとより、水質浄化運動や省エネルギー運動、アイ

ドリングストップ運動、グリーン購入運動など、市民・事業者の主体的な環境

保全活動を促進し、地球環境にやさしいライフスタイルの定着に努めます。 

５ 再生可能エネルギーの導入促進 
●太陽光、バイオマス等の利活用を中心に、全市的な再生可能エネルギーの導

入・活用を検討します。 

●また、再生可能エネルギーを利活用しようとする市民・事業者へ支援制度等に

ついての情報提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「環境保全・自然との共生の状況」市民満
足度 

46.1% 50.0% 

「新エネルギー導入の状況」市民満足度 14.9% 20.0% 

環境に配慮した生活を「している」市民の
割合 74.7% 80.0% 
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２．景観 

◆現状と課題 

嬉野市は、唐泉山をはじめ虚空蔵山、国見岳などの緑豊かな山々に囲まれ、

2つの盆地を形成し、虚空蔵山に源を発する塩田川が嬉野町から塩田町まで雄

大に流れています。どこから見ても美しい唐泉山と雄大に流れる塩田川が一体

となった景観は市を代表する景観で、後世に守り引き継ぐ必要があります。 

景観計画が策定され、平成 25年４月より嬉野市景観条例が施行されました。

計画、条例に即した景観形成が求められ住民への計画、条例の周知が必要とな

ります。 

嬉野町の温泉街や今後整備が進む新幹線嬉野温泉駅周辺、また塩田津など特

別な地区については、景観重点区域の検討が求められます。 

 

◆基本方針 

山に囲まれ平地が広がり、雄大な川が流れる「自然地形」と、長崎街道を中

心に栄えた 2 つの宿場町等の「歴史」により形成され、特徴づけられていま

す。今後もこれら「自然地形」と「歴史」を大切にした景観づくりを市民・事

業者・市が協働し進めて行きます。 

 

◆主要施策 

１「嬉野市景観計画」に基づくまちづくり 
●景観計画に定められたゾーンごとに特色ある景観形成に努めます。 

●良好な景観を保持するため、市民への啓発に努めます。 

●温泉市街地や塩田津など景観重点区域の制定を目指します。 

２ 市民主導の景観づくり活動の普及促進 
●緑化活動や花いっぱい運動の推進など市民による主体的な景観づくり活動の

普及促進に努めます。 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「景観の状況」市民満足度 40.6% 45.0% 

 

 

―良好な景観の形成 
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景観形成基本方針図 
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３．公園・緑地 

◆現状と課題 

嬉野市内には、嬉野地区に嬉野総合運動公園をはじめ 19ヵ所の都市公園が

あり、塩田地区に北部公園など 5か所の公園があります。 

すべての人にやさしい公園の整備や公園施設長寿命化計画に沿った既存公

園の改修が必要であり、地域の特性を活かした公園など特色ある施設の整備が

必要です。 

公園・緑地は、スポーツや日常のコミュニティの場としてのみならず、災害

時の避難場所としての活用やその他のまちづくりとの関連、環境の保全などを

考慮しながら、市民の要望に合った整備を進める必要があります。 

 

◆基本方針 

周辺の自然環境を守り活用するとともに、市民の要望に対応した公園緑地の

整備を行い、人にやさしい都市空間の形成を図ります。 

 

◆主要施策 

１ 公園・緑地の整備 
●市街地や住宅地で、市民のふれあいの場として親しみのもてる公園づくりを目

指します。 

●災害時における避難地等としての機能を含めた公園整備を進めます。 

●嬉野市緑の基本計画に沿った整備を目指します。 

２ 公園・緑地の管理体制の充実 
●老朽化が進む公園施設の安全・安心を確保し、効率的な維持管理や施設更新を

行っていくため、計画的な施設の点検や公園施設の長寿命化計画の策定を行い、

公園・緑地の管理体制の充実を図り、有効活用に努めます。 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「公園・緑地の整備状況」市民満足度 44.9％ 50.0％ 

 

―人にやさしい都市空間の形成に向けて 
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４．河川 

◆現状と課題 

嬉野市の河川体系は中央を流れる塩田川と、これの支流となる多くの河川か

ら成り立っています。 

緩やかな流れを持つ塩田川は、「嬉野温泉」の情緒あふれる風情を醸し出し、

下流では農業の重要な用水として利用され市民にとっては重要な河川です。 

河川は、自然環境の形成保全の役割を果たすものであり、生息する昆虫や小動

物等の生態系に配慮した対策が必要です。このため県と一体となった環境整備・

遊歩道の設置及び親水施設、河川公園の整備など、市民が憩い親しめる河川の整

備が必要です。また、治水対策として砂防ダム等の設置が望まれています。 

 

◆基本方針 

河川改修・砂防ダムなどの治水対策を推進するとともに、自然環境への配慮

を重視した美しく親しみのある河川をつくります。 

 

◆主要施策 

１ 河川改修事業の促進と河川美化運動の推進 
●自然環境と景観に配慮した親水施設・河川公園を整備し、市民が水と親しめる

美しい河川空間づくりを促進します。 

●市民の河川愛護意識の高揚を図り、ごみの不法投棄をなくし、河川の環境美化

に努めます。 

２ 自然生態系の保全、再生 
●生態系を考慮した河川改修計画を立て、生息する昆虫他、水生生物の保全、再

生に努めます。 

３ 治水対策の推進と浸水時の避難場所の確保 
●森林や農地の保水効果まで考えた治水対策や土石流の防止を図るため、砂防ダ

ムが必要な箇所の調査を実施し、県へ積極的な要望を行います。 

●浸水時に避難できる緊急避難場所の確保を図ります。 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「治水・治山の状況」市民満足度 29.1％ 35.0％ 

―美しく親しみのある河川づくり 
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５．都市計画 

◆現状と課題 

嬉野市は、旧長崎街道沿いに発展してきた塩田町と嬉野町が合併して市制施

行した都市です。 

両町の特徴を生かし、嬉野市として個性あるまちづくりが求められています。 

北部九州有数の温泉地を有する嬉野町と、旧長崎街道の古い町並みや農の風

景を残す塩田町の一体化は本市の重要な施策となります。また、塩田川流域と

いう共通する条件によって、文化・交流、環境・景観、防災、福祉など都市全

体で取り組むべき問題が多くあります。 

両町における都市計画区域・用途地域指定区域の有無によって異なる土地利

用等の法制度・道路や公園、排水処理施設などの社会資本整備に関する施策、

整備水準においても互いに均衡ある発展が必要です。 

 

◆基本方針 

嬉野市にふさわしい市街地整備を行い、嬉野市に「住む」人、「訪れる」人

のための安全で快適なまちづくりを推進します。 

 

◆主要施策 

１ 計画的な都市形成の推進 
●嬉野市都市計画マスタープラン及び都市再生整備計画（嬉野市市街地地区）に

沿った、まちづくりを目指します。 

●都市計画区域や用途地域の拡大見直しを検討します。 

●嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業の推進に努めます。 

●嬉野医療センター跡地の有効利用を図ります。 

●都市計画施設の整備を推進し市民の安全と利便性の向上を図ります。 

２ 都市づくり体制の充実 
●国・県・団体との連携強化、市民への都市計画に関する情報提供や啓発の推進

等を通じ、全市的な都市づくり体制の確立及び機運の醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

―計画的な都市形成の推進 
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嬉野市市街地地区（佐賀県嬉野市）整備方針概要図 
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６．土地利用 

◆現状と課題 

土地は、住民生活や産業活動等の共通の基盤であり、限られた貴重な資源で

す。このため、まちの発展のためには、土地を高度かつ有効に利用していく必

要があります。 

近年の土地利用の状況をみると、農用地等の自然的土地利用面積が減少し、

道路や宅地等の都市的土地利用面積が増加していく傾向にあります。 

このような中、整備された優良農地を保全・活用していくとともに、環境保

全の重要性が叫ばれる中、美しい自然環境・景観の保全に努めることが重要な

課題となっています。しかし、一方では人々が集う魅力ある市街地環境・商業

環境の整備や工業立地基盤の整備など、人口増加や産業開発等に向けた都市的

な土地利用を進めていくことも大きな課題となっています。 

現在、嬉野市の都市計画区域は、嬉野町の一部 4,568ｈａを指定していま

す。そのうち中心市街地の 289ｈａについては、建築物の規制、誘導を行う

制度である用途地域を指定し合理的で秩序のあるまちづくりを推進していま

す。 

今後は、塩田町においても都市計画区域を指定し、安全で安心なまちづくり

の推進を目指していく必要があります。 

 

◆基本方針 

自然との調和を図りつつ、市民の健康で文化的な生活と機能的な活動を確保

することを目的として、土地の合理的な利用を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―計画的な土地利用の推進 
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◆主要施策 

１ 計画的な土地利用の推進 

●嬉野市国土利用計画に基づき、計画的な土地利用を推進します。 

●塩田町における都市計画区域の指定を推進します。 

２ 乱開発防止 

●土地利用に関する計画や関係法の適切な適用を図り、土地利用の適正化を推進

します。 

３ 用途に応じた土地利用の推進 

（市街地） 

●土地区画整理事業による面的整備により健全な住環境と公共施設の整備を図

ります。 

●都市計画道路や公園など都市施設の計画的な充実を図ります。 

（農用地） 

●基盤整備が実施された優良農地は、農業生産性の高い農地として保全及び高度

利用を図り、農村の原風景として活用に努めます。 

●農環境への影響が危惧される荒廃農地は、その有効な活用方法を検討し、周辺

農地との調和を図るよう努めます。 

●市街地・集落周辺の農地は、住環境に近い地理条件を考慮してその土地利用を

推進します。 

●都市計画区域内の市街地農地は、景観や風景との調和を図りながら、土地区画

整理事業等による土地の有効活用に努めます。 

●農用地内における農村地域工業等導入計画は、周辺農地及び地域農業の担い手

の育成・確保に十分配慮しつつ、他産業への就業を希望する農業従事者の安定的

な就業機会確保を図り、農業の担い手への農地の利用集積を進め、農用地の土地

利用の効率化を促すことにより、農業及び工業等の均衡ある発展を図ります。 

（工業用地） 

●工業用地の適地を選定し、工業団地化を促進します。 

●周辺環境に配慮しながら、新たな企業誘致や既存誘致企業の規模拡大などのた

めに必要な用地の確保・整備を図ります。 

●工場移転などにより生じる工場跡地の有効利用を図ります。 

（森林） 

●森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、各機能の充実と

機能間の調整を図り、適正な森林施業の実施を行い、森林資源の維持造成に努

めます。 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「土地利用の状況」 17.3％ 25.6％ 
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７．居住環境・住宅 

◆現状と課題 

快適・安全・安心な住宅・住環境の確保は、人々の定住を促進する重要な条

件であり、まちづくりの基本となるものです。 

しかし、少子高齢化の進行をはじめとする社会・経済情勢の変化に伴い、今

後とも本市の人口は減少傾向で推移することが予測されており、定住の促進と

良好な住まいづくりに向けた総合的な住宅施策の展開が求められています。 

特に、少子高齢化が急速に進行する中で、高齢者が暮らしやすく、子どもが

いきいきと育つ住宅の確保等も求められています。 

今後、福祉や子育て家庭の定住促進といった視点を取り入れながら、住宅施

策を多面的に進めていく必要があります。 

嬉野市内においては近年土地区画整理事業等により整備が進み、これらの地

域を中心に快適な居住環境の形成が進んできています。 

一方、公営住宅は築年数が古く、建物の老朽が激しいことから、居住者の快

適な暮らしと安全を守る上でも、早急な建替えが必要であり、住宅マスタープ

ランの策定が急がれています。また、公営住宅の長寿命化を図るため、計画的

な改修工事が必要となっています。 

 

◆基本方針 

良好な住環境の形成は、定住促進とともに、まちの環境・景観の保全にも資

することになることから、公営住宅の計画的な整備改善を進めるとともに、民

間の宅地開発を促しながら、住環境の整備に努めていきます。 

 

―住みよいまちづくり 
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◆主要施策 

１ 一般住宅整備の推進と市内定住への誘導 
●民間による宅地開発を促しながら、優良宅地の供給を促進し、住環境の整備を

図ります。 

●市内に定住することを前提に住宅を取得する人に、定住奨励金を支給するなど

引き続き住宅整備を通じた定住促進を図ります。 

●また、近年、人口減少や少子高齢化に伴い、空き家が多くなり、一部で倒壊な

どもみられることから、良好な住環境を維持するために、空き家バンク制度の

推進を図ります。 

２ 公営住宅の整備 
●住宅マスタープランを策定し、老朽化による公営住宅の建替え及び改修を計画

的に進めます。 

●また、健康で文化的な生活を営める住宅機能を維持するため、生活様式の変化、

高齢者・障がい者等に対応した公営住宅の改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

嬉野市営住宅個数 103戸 1３０戸 

「住宅施策の状況」市民満足度 19.1％ 25.0％ 
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８．上水道 

◆現状と課題 

嬉野市の水道は、上水道事業１、簡易水道事業１、専用水道事業１で構成さ

れており、合わせて１日最大 14,393 立方メートルの供給能力を有していま

す。 

平成 24 年度末の給水区域内人口は全人口の 99.5％となっているものの、

実際に水道を利用する人口の割合である給水普及率が93.2％にとどまってお

り、今後は、未普及地区の解消や簡易水道と専用水道を上水道へ統合すること

により水道利用の普及促進を図る必要があります。 

一方、少子化等による人口減少、節水型機器の普及や経済の低迷を背景に水

需要が減少傾向にあることから、これまでの水道施設を増設する時代から、維

持強化する時代への転換が必要となってきています。 

 今後は、安全で安定した水を供給するため事業の統合を含めて水道施設の

維持管理（老朽管の更新・施設の耐震化）及び水道事業の健全経営に努めてい

く必要があります。 

 

◆基本方針 

“蛇口を開ければいつでも安全でおいしい水”の供給を目標に、水質管理の

強化を推進するとともに、老朽管の更新・水道施設の耐震化や配水管網の整備

など安定した水道システムの確立を図りながら、効率的で健全な事業経営に努

めます。 

 

 

 

 

 

―いつでも安全でおいしい水を 
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◆主要施策 

１ 安全でおいしい水の供給 
●水道水の安全性を確保するため、鉛製給水管の更新を実施します。 

●水質管理体制を強化し、より安全でおいしい水の供給に努めます。 

２ 自然災害に強い施設の整備 
●水道施設の耐震調査を実施し、整備の優先順位を確立し計画的に施設整備を実

施します。 

●水道管の耐震性を向上させるため、計画的に老朽管の更新を実施します。 

３ 市民サービスの向上（水道未普及地域解消事業） 
●給水普及率の向上を目指し、井戸水から水道水への利用転換を推進するととも

に、水道未普及地域の解消に努めます。 

●正確な情報の提供と市民のニーズを的確に把握するため、広報・広聴活動の充

実を図ります。 

４ 運営基盤の強化（簡易水道再編推進事業） 
●経営の安定及び効率化を図るため、水道事業基本計画を随時見直し健全な事業

経営に努めます。 

●業務の効率化を図るため、いっそうの民間委託の検討を進めます。 

●水道の安定供給及び健全な維持管理をするため、事業の統合を実施し事業の一

本化を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 
現状値 

 
目標値 

（平成 29年度） 

有収率 83.9% 85.0% 

給水普及率 93.2% 95.0% 

水道未普及地域数 2地区 0地区 

鉛製給水管更新率 73.0% 90.0% 

「上下水道の整備状況」市民満足度 53.6% 60.0% 
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９．下水道 

◆現状と課題 

公共下水道事業は、温泉街の中心部を貫流する塩田川で水質の悪化が進んで

きたため、快適な生活環境の向上と観光都市としての景観整備、また子どもた

ちが安心して水遊びができるような清流の復活を目的として、平成 13年度か

ら本格的に工事に着手しています。平成 24 年度末で全体計画 453ｈａのう

ち 199haが供用開始しており、今後も順次認可区域を拡大し計画的な整備を

図っていく必要があります。 

農業集落排水事業は、農村集落の生活の向上及び用水路の水質改善等を目的

として、すでに４地区 279ha が供用開始しています。しかし、財政状況が厳

しいことから、今後の事業推進については、整備方法を見直し、平成 27年度

までに策定される汚水処理整備構想の整備計画に基づき、他の事業を含めて推

進していく必要があります。 

未整備地区（農業集落排水事業及び公共下水道事業の計画地区を含む。）に

ついては、平成 27年度までに策定される汚水処理整備構想の整備計画に基づ

き、効率的な整備を図っていく必要があります 

 

公共下水道事業整備状況       農業集落排水事業整備実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆基本方針 

農村集落及び市街地の生活環境の向上及び用排水の水質改善、美しい清流の

復活を願い、農業集落排水事業等を実施しより効率のよい汚水処理整備を図り

ます。 

事業実施にあたっては、市民の協力を得ながら、国及び県と連携し、事業の

円滑な推進に努めます。 

―美しい清流の復活を願って 
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◆主要施策 

１ 公共下水道事業の推進 
●観光都市としての景観整備と子どもたちが安心して水遊びができる清流の復

活を目指し、順次認可区域を拡大し、計画的な整備を推進します。 

２ 農業集落排水事業の推進 
●農村の豊かな生活環境と活力ある農村社会の形成を目指し、汚水処理構想に基

づいて事業実施計画を策定し事業を推進します。 

３ 公共下水道事業、農業集落排水等の啓発 
●事業の円滑な推進を図るため、市報及び各種行事等と連携し、事業の必要性や

接続推進についての啓発を進めます。 

４ 処理水及び汚泥の再利用の推進 
●農業集落排水においては、処理水の用水利用及び汚泥の堆肥化を実施し、循環

型社会を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

公共下水道事業 199ha 供用開始 277ha 供用開始 

農業集落排水事業 4地区供用開始 5地区 

「下水道の整備状況」市民満足度 41.3% 45.0% 
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10．道路・交通 

◆現状と課題 

嬉野市の道路形態の特徴は、長崎自動車道嬉野インターが市街地に近いこと

と、国道 34 号が東西へ横断、498 号が南北へ縦断し、この国道に接続（ア

クセス）する形で、県道９路線と数多くの市道が連結していることです。 

嬉野市の道路状況は、朝夕の交通渋滞が著しい箇所があるとともに、交通量

が多いのにも関わらず、歩道未整備区間や歩道増員が１m 程度と狭い箇所が

多く残されており、幹線道路としての機能が果たされないばかりか、日常生活

の安全性も確保されていない状況にあります。 

地域住民の道路整備に対する要望は極めて強いものがあり、今後は、遅れて

いる基幹的な幹線道路の整備や交通安全対策の充実など、その地域の個性をと

りいれた社会基盤としての道路を整備していく必要があります。 

また、老朽化が進む橋梁などの道路施設について、道路利用者および第三者

の被害を防止する必要があります。 

嬉野市の唯一の公共交通機関である路線バスについては、利用者の減少が顕

著となっています。少子化の進行に伴い、今後も路線バスの利用者の減少が予

想されますが、高齢者の通院や、児童・生徒の通学の手段の確保が必要不可欠

となります。 

 

◆基本方針 

計画的な街路整備や国・県道につながる幹線市道の整備・改良を進めるとと

もに、地域内における生活道路の整備を図ります。整備にあたっては、だれに

でも安心で人にやさしい道路整備に努めます。 

また、老朽化が進む道路施設の点検を実施します。 

高齢者や障がい者、子どもたちの交通手段の確保のため、バス路線の維持を

運営しながら、新たな公共交通体系を図ります。 

 

 

―だれにでも安全で人にやさしい「みち」づくり 
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◆主要施策 

１ 国、県道の整備 
●国道 34 号、498 号の道路の拡幅改良・交差点改良、歩道の設置等の整備を

促進します。 

●主要地方道、一般県道の拡幅改良歩道の設置等の整備を促進します。 

２ 市道の整備 
●地域交通の円滑化、防災性の向上、歩行者空間の確保等を図るため、新設、拡

幅・歩道の設置等の整備に努力します。 

●老朽化が進む道路施設の長寿命化を図ります。 

３ 人にやさしい道路整備 
●高齢者や障がい者、子どもなど交通弱者に配慮した、だれにでも安全で人にや

さしい道路整備を図ります。 

４ バス交通の確保とバス等の交通発着（ターミナル）機能の充実 
●自家用車など他の交通手段を持たない高齢者や障がい者、また児童・生徒の通

学手段の確保のため、バス路線の維持運営を支援し、交通空白地帯の解消を図

ります。 

●バス等の交通の利便性を高めるため、バスターミナル等の充実を図ります。 

５ 新しい公共交通体系の検討 
●路線バスの見直しや広域基幹バス路線の充実、インターチェンジ・高速バスと

温泉街の循環バスの検討、乗合タクシー実証運行事業等を通じて新しい公共交

通体系の確立を目指します。 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

道路改良率 69.3% 72.0% 

道路舗装率 98.1% 98.5% 

「道路の整備状況」市民満足度 35.0% 40.0% 

「路線バスの状況」市民満足度 14.8% 20.0% 

「市運行の乗り合いタクシーの状況」市民
満足度 

13.1% 20.0% 

「鉄道や空港へのアクセスの状況」市民満
足度 

16.3% 20.0% 
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11．消防・防災 

◆現状と課題 

嬉野市は、地形的に不安定な山地丘陵地帯が多く、豪雨等による土石流や浸

水、急傾斜面の崩壊等の様々な災害が発生しやすい状況にあり、火災や風水害

の被害が数多く発生しています。 

嬉野市の消防・救急業務は、常備消防（消防本部・消防署）を杵藤地区広域

市町村圏組合消防本部嬉野消防署の下に置き、その業務を行っていますが、多

様化する災害に対応するため、設備の充実が求められています。 

非常備消防（消防団）は、７分団 37 部により構成し、消防ポンプ自動車、

積載車、小型動力ポンプを備え、隣接市町と消防相互応援協定を結び有効な消

防活動を展開しています。しかし、若年人口の減少等により団員の確保が厳し

くなっており、組織の再編等を含めた対策が必要となっています。 

防災については、誰もが安心して暮らせるまちづくりのため、危険箇所、浸

水想定区域、避難所等の周知を図り、風水害、地震等あらゆる災害時に安全で

的確な避難行動が行えるよう防災知識の普及や市民の防災意識の高揚に努め

る必要があります。 

また、世界各地でテロや有事が発生する中、武力攻撃等の緊急事態への備え

も求められており、国民保護計画の見直しを進めていく必要があります。 

 

◆基本方針 

市民の生命と財産を守り、安全確保を図るため、消防団活動の充実や消防車

両等の機械装備の近代化、消防水利の整備などにより、迅速・的確な消防及び

救急活動が展開できる消防体制や火災予防対策及び救急救助体制の充実を推

進し、関係機関や隣接市町、消防機関との連携を強化するなど、総合的な消防

対策に努めます。 

自然や社会的状況を踏まえ、災害の発生の恐れがある危険箇所等を的確に把

握し、防災関係機関との連携の下に綿密で効果の高い防災対策を総合的に推進

する体制を構築するとともに、広報活動等による市民の防災意識の高揚を図り

ます。 

市民に対し、災害関係情報を迅速に伝達できる情報システムを整備します。 

 

 

―市民の生命と財産を守るために 
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◆主要施策 

１ 常備消防（消防本部・消防署）整備の推進 
●複雑多様化する災害に対応するため、常備消防の科学化、近代化等の整備を推

進します。 

２ 非常備消防（消防団）の充実・強化 
●訓練を通じ消防団員の警防、救助等の技術向上を図り、救急救助体制や消防力

を充実・強化します。 

●消防団と地域との連携を強化し、消防団の整理統合による効率的配備と団員の

確保を図り、消防水利の充実と火災予防対策を推進します。 

３ 地域防災計画の策定と防災対策の推進 
●嬉野市地域防災計画を適宜見直し、災害の予防、災害応急対策、及び災害復旧・

復興について必要な対策を定め、円滑な運用に努めます。 

●防災行政無線の整備充実により、市民に対し災害関係情報の迅速・的確な伝達

に努めます。 

●予測される災害の発生箇所、被害の範囲・程度、避難経路、避難場所などを図

示した防災地図（ハザードマップ）を作成し、市民の迅速・的確な避難誘導を

行います。 

４ 自主防災組織の育成と地域での支援体制づくり 
●市民の防災意識を高めるため、パンフレット、チラシ等の作成・配布や講習会

等の開催など広報活動を強化し、水防、土砂災害などに関する知識の普及を図

り、市民が主体となって地域のために活動する自主防災組織の育成に努めます。 

●高齢者、障がい者、乳幼児等の災害要援護者の増加に対応するため、地域にお

ける支援体制づくりを推進します。 

５ 総合的な防災対策事業の推進 
●国、県などの防災関係機関との緊密な連携を図り、急傾斜崩壊危険区域の防災

工事や河川整備、内水対策等総合的な防災対策事業を推進します。 

６ 武力攻撃等緊急事態対策の推進 

●武力攻撃等の緊急事態に対処するため、国民保護計画の見直しのもと、情報の

提供、防災関係機関の連携協力などの施策を推進します。 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

消防水制の整備防水水槽 254基 256基 

消防水制の整備消火栓 739基 756基 

地域防災訓練の実施地区 1地区 30地区 

「消防・救急体制」市民満足度 65.8% 70.0% 

「防災体制」市民満足度 38.3% 43.0% 

防火・防災訓練に「参加した」市民の割合 19.0% 25.0% 
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12．防犯・交通安全 

◆現状と課題 

安全・安心は、市民が生活する上で最も基本的な条件ですが、最近は住居に

犯罪者が侵入したり、詐欺あるいは街頭で犯罪に遭ったりする事態が増加して

います。また、女性や社会的弱者である高齢者、子どもを狙った凶悪犯罪も多

発しています。 

このような社会の中で、市民は犯罪被害が身近なものになり、平常な生活が

脅かされていると感じており、市民と行政、警察、関係団体等が一体となり、

地域ぐるみで防犯対策を講じることが必要です。 

交通安全については、交通マナーやモラルの低下により交通環境が厳しい状

況であり、特に近年は高齢者が関係する交通事故が増加しており、市民生活に

おける交通安全の対策は緊急の課題です。 

幹線道路や通学路の交通安全施設の整備・改善と、交通安全の指導や運動を

展開し、市民一人ひとりの交通安全に対する意識の高揚を図る必要があります。 

 

◆基本方針 

防犯に対する市民の意識高揚を図るため、各地区や各種団体において防犯講

話会の開催や防犯団体等の育成強化に努め、盗難予防、非行防止、暴力排除な

ど防犯思想の普及・啓発を進めます。 

また、関係機関との連帯協力を深め、防犯灯等の整備充実を促進し、明るい

まちづくりを推進します。 

交通安全については、関係機関との連携により市民総ぐるみの交通安全対策

を推進し、市民一人ひとりの交通安全に対する意識を高めるとともに、高齢者

や幼児などの交通弱者を守るため、交通安全施設の整備を促進します。 

 

 

 

―地域ぐるみで安全；安心のまちづくり 
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◆主要施策 

１ 防犯活動の推進 
●各地区の地域安全活動を支援し、市民一人ひとりの防犯に対する意識の高揚を

図ります。 

●関係機関と連携して、犯罪の防止、暴力の追放など明るく住みよいまちづくり

を推進します。 

●夜間における市民の安全を守るため、防犯灯の整備を進めます。 

２ 交通安全活動の推進 
●運転者や歩行者等の交通法令の遵守、交通マナーやモラルの向上など交通安全

意識の高揚に努めます。 

●全国交通安全運動を通じ、警察署や交通指導員、交通安全協会などの関係機関

と一体となり、市民総ぐるみで交通安全運動を展開します。 

●高齢者や児童、園児等に対する交通安全教育を推進します。 

●歩道、信号機、横断歩道、ガードレール等の交通安全施設の整備や市道の改良

等に努めます。 

●高齢者や子ども、障がい者等の安全を確保するため、防護柵や誘導ブロック等

の整備とともに、車両進入禁止や一方通行などの交通規制を実施、生活ゾーン

やスクールゾーンの安全対策を進めます。 

●交通事故相談業務の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

交通事故発生件数 156件 100件 

交通事故死傷者数 200人 140人 

「交通安全体制」市民満足度 34.9% 40.0% 

「防犯体制」市民満足度 33.6% 40.0% 

身近な地域で防犯活動・パトロール活動を
「している」市民の割合 

13.6% 20.0% 
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1３．生活環境 

◆現状と課題 

嬉野市における生活環境は、ごみの分別指導や環境美化推進員による環境美

化活動に取組んでいるものの、ごみの不法投棄や生活排水による河川の汚濁な

どにより、自然環境や生活環境の悪化を招いています。 

悪臭や焼却等による生活環境への影響もあるため、家庭においてのごみ焼却

禁止を徹底させるとともに、各種産業からの公害が出ないよう、啓発に努める

必要があります。 

豊かで便利な現代社会は、一方で地球環境に大きな負担を負わせ、地球温暖

化現象などの環境悪化を招いています。今後は、清潔感あふれる快適なまちに

するため、再資源化・環境保全・環境美化に努めなければなりません。 

 

◆基本方針 

環境の悪化が人類などへ悪影響を及ぼしているため、市民・事業者・行政が

協働して環境保全や環境美化の普及に努め、公害のない、人間と生き物が共生

できる清潔感あふれるまちづくりを目指します。 

 

―公害のない清潔感あふれるまちに 
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◆主要施策 

１ 環境に配慮した取組みの推進 
●環境に関する取組みを計画的に推進するため、「嬉野市環境基本計画」を策定

します。 

●自然環境や生活環境の保全及び環境美化啓発に努めます。 

●ごみステーションにおけるごみの分別指導など、環境美化推進員による環境美

化の啓蒙に努めます。 

●自然エネルギー、自然環境、植物などの環境資源を有効に活用し、ＣＯ２発生

量の抑制に努めます。 

●また、生活排水、工場排水などの汚染物質の低減に努めます。 

 ２ 公害のないまちづくりの推進 
●公衆道徳の啓発に努め、生活型公害を生み出す要因を未然に防止します。 

●企業活動に伴う地域住民の健康や生活環境に関する被害を防止するため、定期

的に地域や企業との協議・調整を行います。 

●水質汚濁、土壌汚染、騒音・振動、悪臭を防止する対策として、河川の水質検

査や騒音・振動測定を実施し、検査結果について公表を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「緑化の推進状況」市民満足度 35.5% 40.0% 

緑化運動を「している」市民の割合 56.7% 65.0% 
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1４．廃棄物処理 

◆現状と課題 

＜ごみ処理＞ 

嬉野市では、「廃プラ」を分別収集し、燃やせるごみの減量化・再資源化・

リサイクルを推進するなどごみの排出量の減量に努めていますが、今後も更に

リサイクル率を向上させるとともにごみ減量化を推進する必要があります。 

また、市内至る所にポイ捨てされるごみや、不法投棄される家電製品、産業

廃棄物についても一向に減らない状況であり、このため、広報等による不法投

棄防止の啓発及び指導・監視を強化しなければなりません。 

今日の大量生産・大量消費・大量廃棄の生活様式が定着している中において、

ごみを減らす（リデュース）、繰り返し使う（リユース）、資源を再利用する（リ

サイクル）という取組み（３R運動）により、限りある資源を上手に使う「循

環型社会」を形成しなければなりません。 

＜し尿処理＞ 

し尿処理は、鹿島・藤津地区衛生施設組合において共同処理を行っています。

年々増加する処理量に対処するため、今後は一層計画的搬入による処理量の平

準化を図る必要があります。 

現在、公共下水道事業や農業集落排水事業により一部供用開始され、生活排

水も含め処理されていますが、まだし尿の量は減少していないため、適正かつ

効率的な収集・処理体制の整備を推進していく必要があります。 

 

◆基本方針 

清潔感あふれる快適なまちづくりを目指し、ごみの減量化やリサイクルなど

により、限りある資源を上手に使う「循環型社会形成」の推進に努めます。ま

た、効率的なごみ収集・運搬体制を整備するとともに、広域的な連携を含めた

ごみ処理施設の整備促進を図ります。 

ごみの不法投棄・ポイ捨てについては、広報啓発活動やパトロールを強化し、

適正処理を促します。 

公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽などの総合的な生活排

水対策と合わせ、し尿の適正な収集・処理体制の整備を進め、快適な住みよい

まちづくりを目指します。 

 

 

―快適なまちづくりを目指して 



第２部 基本計画 

 69 

◆主要施策 

１ ごみの減量化及びリサイクルの推進 
●「嬉野市ごみ処理基本計画」に掲げられた理念を基本として、市内のごみの排

出量を抑制するため、減量化や３Ｒ運動の広報等を行うとともに、市民総参加

のふるさと美化活動や再利用運動により、リサイクル率を高めていきます。 

●生ごみなどを減量するため、電動生ごみ処理機の活用を推進します。 

２ ごみの収集・運搬体制及びごみ処理施設の整備 
●分別収集の見直しを行い、収集運搬業者への適切な指導及び監督により収集、

運搬、保管、再生、処分など効率的な処理を行います。 

●既存のごみの焼却施設が老朽化しており、処理能力が低下しているため、ごみ

処理の効率性・経済性の面から広域共同処理施設の整備充実に努めます。 

３ 不法投棄・ポイ捨て防止対策の推進 
●生活に大きな被害や悪影響を与える一般廃棄物及び産業廃棄物の不法投棄・ポ

イ捨てを防止するため、監視活動の強化・広報による周知を徹底し、関係機関

との連携により、指導にあたります。 

●地域で発生した廃棄物の不法投棄等の不適正処理について、苦情相談及び行政

機関への情報提供を県廃棄物監視員、環境美化推進員により活動を行います。 

４ し尿の収集・処理体制の整備 
●「嬉野市生活排水処理基本計画」に掲げた理念・目標を達成するため、概ねす

べての生活排水をそれぞれの施設で処理することとし、し尿の搬入量の平準化

については、し尿収集業者に対する適切な指導を行い、構成市町との連携を深

め、処理体制の整備に努めます。  

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「ごみ処理・リサイクル等の状況」市民満
足度 

60.1% 65.0% 

「し尿処理の状況」市民満足度 52.1% 57.0% 

ごみ減量化のための３Ｒ運動を「している」
市民の割合 

80.5% 85.0% 
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1５．情報通信 

◆現状と課題 

今日、情報通信技術が日進月歩の進化を遂げる中、文字、音声、画像、動画

などのあらゆる情報をデジタル処理で編集・加工し、これらを大容量で双方向

に送受信することが可能になるなど、ＩＴ技術の進捗により、必要な情報を入

手する際の時間と距離に関係なく、情報化は急速に進化しています。 

嬉野市内で高速大容量のインターネット接続環境は恵まれており、特にＣＡ

ＴＶ網が市内の約 90%の世帯に接続可能な環境にあります。しかし、通信料

などの費用負担により、インターネットに接続できない（しない）市民も多い

のが現状です。 

市民の生活スタイルや価値観の多様化によって、日常生活においても情報通

信技術を活用した行政サービスの向上に対する期待感は急速に高まってきて

おり、様々な住民の情報に対する要望にこたえていくために、高度情報化の構

築を図るとともに、個人情報の保護に十分配慮しながら、多様な媒体を効果的

に活用し、行政情報を積極的に提供していく必要があります。 

 

◆基本方針 

情報化は、これからの豊かな市民生活と活力にあふれる地域社会を形成する

基盤と考え、ＩＣＴの利活用により各地域や地区間、さまざまな団体や組織の

境を越えた新しいつながりや新しい活動が生まれ育つ、新世代を支える情報基

盤整備を目指します。 

 

 

―新世代を支える情報基盤の整備 
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◆主要施策 

１ 多様な情報システムの整備 
●インターネットの活用により、市内のどこに住んでいても高い水準の行政サー

ビスを受けられるシステムの整備を図ります。 

２ 庁内情報ネットワークの構築とワンストップサービス※の推進 
●行政情報のデータベース化・ネットワーク化・ペーパーレス化の整備を積極的

に進めます。 

●庁内各部署が有する情報の一層の共有化と有効活用を推進することにより情

報の一元化を図り、行政サービスのワンストップサービスを進めます。 

３ 時代に対応した行政情報化の推進 
●ホームページやケーブルテレビ、また、地上デジタル放送を通じて、市政情報

を積極的に発信するとともに、市民ニーズを的確に把握して市政へ反映するた

め、市民との双方向の情報交流を推進します。 

●各種サービスの総合的な案内や申請書様式の提供等を行っていくとともに、国

の動向をふまえ行政手続きのオンライン化の検討を進めるなど市民の立場に

立った利便性の高いサービスの展開を図ります。 

４ 安全（セキュリティ）対策等の推進 
●情報通信システムの構築にあたっては、住所や電話番号等個人情報の漏洩を防

ぐため、強固なセキュリティシステムの整備に努め、個人情報の保護に細心の

注意を払う職員研修や市民講座の開催に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

市のホームページを「見たことがある」市
民の割合 

39.0% 50.0% 

「情報環境」市民満足度 16,4% 20.0% 
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第３章 もてなしの心で結ぶ交流のまち 

◆施策体系 

 

 

－１．観光・交流の活性化 

－２．ひとにやさしいまちづくり 

－３．地域内外との交流 

－４．広域交通ネットワーク 

 

 

◆戦略プロジェクト 

「もてなしの心で結ぶ交流のまち」の実現を目指して、戦略的役割を担い、

新しいまちづくりを牽引していくべき施策を「戦略プロジェクト」と位置づけ、

次のとおり重点的に取り組んでいきます。 

 

戦略プロジェクト 

①東アジア観光・産業戦略プロジェクト 
東アジア諸国からの観光客誘導や“うれしの特産品”の売り込み等を目指し

て積極的に海外現地事務所への市職員の派遣等を進めるとともに市内での受

入体制の整備に努めます。 

 

②「日本一のバリアフリーのまちづくり」プロジェクト 
「日本一のバリアフリーのまち うれしの」の実現を目指して、うれしのバ

リアフリーツアーセンターを設立し、全ての観光施設と公共施設等についてユ

ニバーサルデザインに基づく整備・まちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

もてなしの心で結ぶ
交流のまち 
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１．観光・交流の活性化 

◆現状と課題 

嬉野市の観光客数は 191万人（平成 22年／佐賀県観光動態調査）で県内

第５位ですが、このうち宿泊客数は 54万人で県内第１位でした。しかし宿泊

客数の推移をみると団体客の減少などから年々減少を続けており、近年の少グ

ループ旅行の増加など旅行傾向の多様化への対応や老朽化が進む宿泊施設の

改良などが課題となっています。 

一方、九州新幹線西九州ルートの開業や国の観光立国施策の充実などにより

本市の観光ポテンシャルの高まりが期待でき、今後一層競合観光地との差別化

を進めることや東アジアを中心とする外国人観光客の誘致に努めることなど

が必要となっています。 

 

嬉野市観光客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆基本方針 

豊かな自然や歴史資料、温泉資源等組み合わせた多様な観光機能の充実に努

めるとともに、国内だけでなく、積極的に国際観光の推進に取り組み、特に東

アジア諸国向けの観光・産業戦略を充実し、外国人の観光客誘致を推進します。 

また、ユニバーサルデザインの考え方を基本とし、安心・安全な「ひとにや

さしい観光地づくり」の推進など、他観光地との差別化による観光客誘致に努

めます。 

―活力あふれる観光地づくり 
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◆主要施策 

１ 九州新幹線西九州ルート開業に向けた体制整備、強化 
●観光、商業、農業の産業団体・組織の連携化を進め、“うれしのブランド”の

拡充、商店街と宿泊施設の再活性化の推進、観光イベントの充実と誘客体制の

充実等により市の産業全体への活性化波及効果を目指します。 

２ 東アジア観光・産業戦略の推進 
●国際観光の推進のため、特に東アジア諸国からの観光客誘致や“うれしの特産

品”の売り込み等を目指して海外現地事務所への職員派遣等を進めます。 

●外国人観光客の増加に対応するため、外国語表記の案内板などの市内環境整備

を進めます。 

３ ひとにやさしい観光地づくりなど他観光地との差別化の推進 
●案内人制度（ボランティアガイド）の育成など「ひとにやさしいまちづくりに

よる観光地づくり」を推進し、人や物などすべてにやさしい観光地の実現に努

めます。 

●泉質を中心とした他温泉地との差別化対策を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

観光客数 1,956千人 2,200千人 

外国人観光客数 12千人 20千人 

宿泊客数 537千人 760千人 

観光消費額 13,344百万円 17,920百万円 

「観光振興の状況」市民満足度 17.1% 25.0% 
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２．ひとにやさしいまちづくり 

◆現状と課題 

本格的な高齢社会を迎えつつあるなかで、個人が人間として尊厳を保ちなが

ら、高齢者や障がい者が自立した日常生活を送り、社会参加できる環境の早急

な整備とともに、それを支える人びとの意識づくりが求められています 

嬉野市においては、市役所などの公共施設や観光施設のバリアフリー化、歩

車道の段差、温泉本通りの駐車問題など多くの課題がありますが、行政、事業

者、市民が役割分担に沿って協力しながら、解決を図っていかなければなりま

せん。 

嬉野市では、「バリアフリーなおもてなしのあるまち」「観光と公共施設のユ

ニバーサルデザインをすすめるまち」「住民同士が助け合うまち」を柱とする

「ひとにやさしいまちづくりプラン」を基に、身体障がい者や高齢者などの体

の不自由な人たちが、快適な社会生活や旅の楽しみを満喫できる環境づくりを

すすめていく必要があります。 

 

◆基本方針 

「ひとにやさしいまち宣言」の趣旨に基づき、嬉野市民や、嬉野市を訪れる

すべてのひとが、安全・安心に社会生活や観光を楽しむことができる「ひとに

やさしいまち嬉野」の実現を目指します。 

市民、事業者、行政が、協力・連携しながらハード・ソフトの両面の整備に

取り組みます。 

 

 

 

―すべてのひとのために 
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◆主要施策 

１ 「ひとにやさしいまち嬉野」の実現に向けた事業の推進 
●佐賀県ユニバーサルデザイン推進地区に選定された嬉野市は、「ひとにやさし

いまち嬉野」の実現に向けて、「嬉野市ひとにやさしいまちづくり推進協議会」

で協議を重ね、県と連携しながら市民と一体となって具体的事業の推進を図り

ます。 

２ 「嬉野市ひとにやさしいまちづくりプラン」の推進 
●バリアフリーツアーセンターでは、観光客及び市民に対して、バリアフリーに

関する情報提供を行います。また、相手の立場に立って考える「おもてなしの

きもち」の意識の向上を図ります。 

●普段は車いすを必要としない高齢者などが、気軽に散策を楽しめるように車い

すのレンタルシステムを推進します。 

●「ひとにやさしいまちづくり」についての市民の意識づくりに努めます。先進

的な取り組みを図る個人や企業の表彰及び市民への情報提供による啓発を進

めます。 

●わかりやすい案内板の設置、トイレの改修・整備、点字ブロックの整備、歩道

の整備、段差の解消、駐車場整備など観光及び公共施設のユニバーサルデザイ

ンを基本としたまちづくりを進めます。 

●ボランティアのスタッフの育成や活動の促進を図り、公共マナーを大切にする

運動等を通じて互いを尊重し思いやる心を育て、住民同士が助け合うまちづく

りを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

車いす対応トイレの設置箇所数 37箇所 45箇所 

障がい者駐車場の設置数 9箇所 20箇所 
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３．地域内外との交流 

◆現状と課題 

地方分権による地方の自主性が高まる中で、市内外の各地域との間では、ひ

と、もの、情報等の活発な交流が行われ、生活、産業、文化などさまざまな活

動が、日常的に生活圏域や県境を越えて、より広域的に営まれています。 

国際交流については、外国語指導助手の配置や民間レベルによる日韓交流や

草の根文化交流等が行われています。 

一方では、少子・高齢化の進展による人口の減少に加え、観光客などの交流

人口は減少の一途をたどり、交流事業の規模は年々縮小しています。 

このようなことから、地域間の交流・連携をさらに促進するため、必要な情

報提供等を相互に行い、地域の一体性を醸成し、各種関係団体とともに交流基

盤の整備に努める必要があります。 

また、観光資源や歴史、文化などを題材とした観光キャンペーンやイベント

など、多様な交流・連携事業に取り組んでいくことが重要な課題となります。 

 

◆基本方針 

地域の活性化のために、国際文化交流の推進を自主的、主体的に取り組むと

ともに他地域との広域的な連携により、それぞれの地域が持つ特色ある資源や

魅力を共有し、人や地域が多様な交流・活動を展開できるよう普及と啓発、体

制の整備や人材の育成を積極的に推進します。 

 

◆主要施策 

１ 多種多様な地域間交流の推進 
●市民が主体的に活動に取り組みやすくするためにインターネット等を活用し

た情報提供を充実します。 

●観光資源や歴史、文化などを題材とした広域的なツアー、観光キャンペーンや

イベントなど、広域的な交流・連携事業に取り組みます。 

●各地域にある佐賀県人会やうれしのクラブ会員を主体とした集いを開催し、交

流を図ります。 

●地域資源も含めた新たな観光資源の整備と交流の拠点となる新しい観光ニー

ズに対応した参加・体験・滞在型観光地としての整備およびグリーンツーリズ

ムの推進により観光地としての魅力向上と交流人口の増加に努めます。 

●自然や社会環境が異なる地域にある学校の相互交流を推進することにより、自

然とのふれ合いや他の地域の文化・人々の生活に接し、様々な体験を通して、

郷土愛に満ちた心身ともにたくましい人材の育成を図ります。 

―多様な交流を目指して 
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●生活、産業、文化など多種多様な団体の広域的交流基盤の整備と支援を行いま

す。 

２ 国際性豊かな人材の育成 
●学校や社会教育施設等で外国の人々と直接交流し外国の文化に触れることに

より、市民の国際理解を深めます。 

●青年海外協力隊経験者をはじめ、海外駐在経験者などの国際的な活動で培われ

た経験・実績を学校教育や生涯学習等の場で生かせるよう検討を進めるととも

に、国際的に活躍できる人材の育成を図ります。 

３ 国際交流活動の推進 
●ＣＳＯとも連携することによって国際協力に関する情報収集、ネットワークづ

くりを行い、市民レベルの国際協力活動の促進を図ります。 

●国際交流を推進する拠点として、市民ボランティアを育成し、活動しやすい基

盤整備に努めます。 

●海外からのホームステイ、研修員や留学生の受け入れを支援します。 

●留学生に対して嬉野市の情報提供に努め、留学生相互のネットワークづくりを

促進します。 

４ 外国人が活動しやすいまちづくり 
●市政情報の多言語化に努めるとともに、各種機関、ボランティアへの情報提供

を充実し、サポート体制の整備に取り組みます。 

●外国人が市内でよりスムーズに活動しやすくするために、観光案内板などの外

国語表記を充実するとともに、絵文字の効果的な活用を図るなどの環境整備を

進めます。 

●日本語学習の機会や場の拡充を図るとともに生涯学習事業と連携し、日本語交

流教室の開設を進め、地域での交流を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「国内外との交流活動の状況」市民満足度 10.8% 20.0% 
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４．広域交通ネットワーク 

◆現状と課題 

新幹線西九州ルートは、平成 34年頃の開業に向けて現在順調に工事が進め

られていますが、新幹線の整備にあわせ、新幹線嬉野温泉駅周辺整備を進めて

いく必要があります。 

新幹線嬉野温泉駅は、西九州地域の広域的玄関口として非常に期待が大きく、

佐賀県南西部地区及び長崎県北部地域との交流・連携を強化が必要であり、そ

れらの地域とを結ぶ広域交通ネットワーク網を整備していかなければなりま

せん。 

新幹線を活かしたまちづくりは、嬉野市のこれからのまちづくりの核となる

ものであり、市が一体となって、取り組んでいく必要があります。 

 

◆基本方針 

人・もの・情報の交流を促進する手段として、新幹線の果たす役割は非常に

大きいものがあり、特に西九州地域を代表する嬉野市にとって、新幹線を活か

したまちづくりは将来の嬉野市のまちづくりの礎を築くことになるため、新幹

線効果を最大限に発揮できるような魅力的なまちづくりに取り組んでいきます。 

 

◆主要施策 

１ 早期完成に向けた国等への要望活動の推進 

●新幹線西九州ルートの早期完成に向け、国等への要望活動を積極的に行います。 

２ 西九州地域の新たな玄関口の形成 

●新幹線嬉野温泉駅と西九州地域とを結ぶ交通結節機能を強化するとともに、嬉

野市にふさわしい新幹線嬉野温泉駅周辺整備に努めます。 

３ 嬉野市街地との連携強化 

●新幹線嬉野温泉駅と市街地をつなぐ道路及び公共交通ネットワークの強化を

図ります。 

４ 新幹線を活かしたまちづくりへの取組み推進 

●新幹線を活かしたまちづくりに向けて、官民一体となって取り組みます。 

 

―未来の子どもたちのために新幹線の整備促進 
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第４章 豊かな自然、伝統、文化を守り、
人を育てるまち 

◆施策体系 

 

 

－１．幼児・学校教育 

－２．生涯学習 

－３．スポーツ 

－４．青少年 

－５．歴史・文化財 

－６．文化・芸術・芸能 

 

 

◆戦略プロジェクト 

「豊かな自然、伝統、文化を守り、人を育てるまち」の実現を目指して、戦

略的役割を担い、新しいまちづくりを牽引していくべき施策を「戦略プロジェ

クト」と位置づけ、次のとおり重点的に取り組んでいきます。 

 

戦略プロジェクト 

①市民文化芸術活動推進プロジェクト 
社会文化会館の整備など文化芸術活動基盤の充実を期に、レベルの高い本格

的な市民芸術活動の実施や市民だけでなく観光客も対象とした文化芸術イベン

トの開催に努めます。 

 

②スポーツに親しむプロジェクト 
オリンピック・パラリンピックの誘致を受けて全国的にスポーツへの関心が

高まっている中、本市においても市体育協会と連携し、総合型地域スポーツク

ラブを主体に、生涯スポーツの普及に向けた多様なスポーツプログラムの提供

と効果的な情報発信によるスポーツに親しむ健康づくりを推進します。 
 

 

 

 

豊かな自然、伝統、文化
を守り、人を育てるまち 
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１．幼児・学校教育 

◆現状と課題 

嬉野市には、小学校８校、分校１校、中学校４校があります。 

市内小中学校の校舎、体育館の耐震化は終了しましたが、非構造部材（体育

館の吊り天井等）の耐震対策を早急に実施することが課題です。 

一方で少子化により、児童生徒数の減少が加速する状況にあることから、校

区の再編や学校の統廃合等に関する検討も必要になってきます。このため児童

生徒や地域にとってのよりよい環境づくりの視点から幅広い意見の聴取と協

議が必要になっってきます。 

学校が幼稚園や保育園との交流を持ち、就学前から基礎的な協調性や社会性

を芽生えさせておくことは有効な方法です。合わせて、小学校間や小学と中学

校、中学校と高等学校、特別支援学校との交流など、豊かな交流を通して児童

生徒の社会性の醸成を図っていくことは、今後とも大切になってくるものと考

えます。 

知育、徳育、体育、食育は重要な教育課題です。併せて、コンピュータ等を

活用した情報活用力や英語を活用したコミュニケーション力の育成も今日的

な教育課題です。また、いじめ問題等に見られるように、児童生徒の関わり合

う力を高め、よりよい人間関係を培う心の教育が一層大切になってきます。 

さらに、インクルーシブ教育※（障がいを持った子供を通常学級で教育する

こと）の推進が益々求められています。一人ひとりの障害の状況や教育的ニー

ズに対応するための相談体制の充実や環境の整備、支援体制の整備が必要にな

ってきます。 

子どもたち一人ひとりの人格や個性が認められ、生きる「歓びの声」が聞こ

える教育のまちを目指さなくてはなりません。 

 

◆基本方針 

大きな流れとして、教育基本法や第２期教育振興基本計画の具現化により多

様な施策や事業を展開していきますが、本市においてはこれらと並行して、地

域と共にある学校づくり、校区再編と学校の統廃合等の研究、学校に求められ

る機能や体制の充実を推進します。 

 

 

※ インクルーシブ教育 

  インクルーシブ教育とは、障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶ仕組みで

あり、障がいのある者が地域において初等中等教育の機会が与えられ、個人に必要

な「合理的配慮」が提供されている等が必要とされています。 

―生きる「歓びの声」が聞こえる教育のまちを 
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◆主要施策 

１ 学校施設の耐震力の強化 
●非構造部材の耐震対策を平成 27年度までに終了するよう事業を進めます。 

２ 効果的な教育環境の整備 
●校区再編等は、市全体を見通して行うことが必要であり、将来にわたって効果

的な教育環境が得られるよう研究します。 

●基本的な学習態度を培うとともに、基礎学力の定着、向上を図るために、児童

生徒一人ひとりが意欲をもって主体的な学ぶことができる学習環境を整備し

ます。特に、ＩＣＴ教育機器の導入・充実に努めます。 

●食の文化や歴史の学習、給食を通して栄養や健康面からの食の大切さや食に関

わる人への感謝の気持ちを身に付けさせるようにします。 

３ 特別支援教育、適応障がい対策の推進 
●障がいのある児童生徒の個々の教育的ニーズに適切に対応するインクルーシ

ブ教育の推進とともに、不登校や不登校傾向の児童生徒への支援を、幼稚園・

保育園、小中学校、家庭、関係機関と連携して行い、充実した学校生活を送れ

るようにします。 

４ 地域教育力の活用 
●発達段階の違いによる学習及び生活指導のあり方の相互理解や学びの連続性

を考慮した効果的な指導方法を作り出すために、幼・保・小・中の連携を図り

ます。 

●さまざまな環境の下で元気に学び育つ仲間と交流し、豊かな人間性を育むため

に、小学校間、小中学校間、特別支援学校等各種学校との交流を推進します。 

●地域とともにある学校づくりを目指し、コミュニティ・スクールによる地域と

の連携を図ります。児童生徒を中心に置き、学校、保護者、地域住民が一体と

なって取り組む施策を展開し、教育力の向上を目指します。 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

特別支援教育支援員の配置 12人 
必要とする学校へ
配置 

地域運営学校（コミュニティ・スクール） 4校 12校 

「学校教育環境」市民満足度 36.1% 40.0% 
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２．生涯学習 

◆現状と課題 

一人ひとりがそれぞれに学習の機会の場を求めるなか、多様化し高度化した

ニーズに対応し、情報の提供や環境の整備を行うことができる体制づくりが必

要です。 

特に、高齢化社会と言われるなか、ますます生きがいづくりとしての生涯学

習の場が求められるようになり、豊かなまなびの場をテーマに掲げた高齢者教

室の確立が必要です。また、図書館サービスの充実も求められています。 

一方で地域の交流の拠点となる自治公民館における活動の支援並びに利便

性と安全性を充実させた施設の整備に対する支援がさらに必要とされていま

す。 

さらに、地域活動の一環としての地域での様々な研修会の開催を推進し、講

師派遣等の出前講座の充実が必要です。また、地域コミュニティとの連携につ

いての体制づくりが課題となっています。 

 

◆基本方針 

「まちづくりは人づくりから」といわれるように、まちづくりの基本は人づ

くりにあります。生涯学習を推進することは、地域社会の活性化に向けての基

盤を整備するものです。 

市民一人ひとりが豊かで充実した人生を送るためには、生涯にわたり「いつ

でも、どこでも、だれでも」気軽に学ぶことができる生涯学習の環境づくりを

推進することが大切です。 

また、地域コミュニティとの連携を深め、一人ひとりが生涯にわたりいつで

も自由に学習機会を選択し、自立した豊かで生きがいのある生活を送ることが

できるように生涯学習のまちづくりを進めます。 

 

―いつでも、どこでも、だれでも 
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◆主要施策 

１ 学習機会や情報の提供、各種教室の充実及び学習支援体制の確立 
●生涯学習情報の提供とサークル活動の支援体制の確立を図ります。 

●生涯学習講座、放課後子ども教室の充実に努めます。 

●様々な学習活動をサポートする指導者・ボランティアの育成、確保に努めます。 

２ 高齢者教育の推進 
●生涯にわたる学ぶ気持ちの育成と生きがいづくりの支援の充実に努めます。 

●高齢者教室（若返り大学、ことぶき大学、出前講座）を推進します。 

３ 自治公民館活動の推進 
●地域の公民館活動、施設の整備への支援の充実に努めます。 

●自治公民館の新築・改修補助や出前講座の活用等支援していきます。 

４ 地域活動の拡充・活性化と基盤づくり 
●地域コミュニティとの連携による生涯学習の振興を図ります。 

●地域活動の活性化に寄与する出前講座の充実を図ります。 

５ 図書館サービスの充実 
●市民の社会生活の多様化に即したサービスの充実に努めます。 

●幼児から高齢者まで気軽に利活用しやすい環境・雰囲気づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 
現状値 

 
目標値 

（平成 29年度） 

生涯学習講座の開催 161講座 180講座 

出前講座の推進 38講座 50講座 

図書館利用者数の拡大 24,152人 28,000人 

図書館貸出冊数 90,090冊 100,000冊 

「生涯学習環境」市民満足度 25.6% 30.0% 

市の講座や教室等による「生涯学習活動を
した」市民の割合 

16.2% 25.0% 
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３．スポーツ 

◆現状と課題 

若者から高齢者まで全ての人が、健康に対する関心を高めるためにそれぞれ 

のニーズに合わせた様々なスポーツへの対応ができる環境づくりと体制づく

りが必要です。特にオリンピック・パラリンピックの 2020 年の開催決定に

より全国的にスポーツへの関心が高まっています。 

スポーツ振興の基礎となる地域におけるスポーツ活動の推進として、各種ス

ポーツの情報提供や用具の整備、指導員の養成などが必要となっています。 

体育協会が法人化され、各スポーツ団体の中核としての機能の充実を支援す

ることや総合型うれしのほほんスポーツクラブへの支援と連携を進めていく

こと、さらには各種競技大会等の開催への取組みや全国、九州大会への出場に

対する支援制度の周知を図ることが必要です。 

社会体育関係施設は老朽化が進み、修繕・改修等により整備を行っています

が十分ではなく、今後体育施設の改築が必要となっています。また、改修等に

より整備されたスポーツ施設の活用促進のためのＰＲを含め、観光関係との連

携を深め、スポーツ大会・スポーツ合宿の誘致や利用促進の方策が求められて

います。 

 

◆基本方針 

健康に対する関心が高まるなか、健康の保持増進と体力の向上のため、生涯

スポーツの重要性はますます高まるものと考えられ、市民だれもが生涯を通じ

て年齢や体力、目的に応じてスポーツに親しむことができる環境づくりを推進

します。 

また、観光関係と連携し、スポーツ大会やスポーツ合宿の受け入れ体制を充

実し、誘致に努めます。 

 

―スポーツに親しむ環境づくりの推進 
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◆主要施策 

１ 生涯スポーツの振興 
●だれもが生涯を通じて親しめ、健康の増進を高めるスポーツの推進に努めます。 

●軽スポーツの推進、総合型スポーツクラブへの支援と連携を進めます。 

２ コミュニティースポーツの振興 
●地域でのふれあいと健康づくりを目指すレクリエーションスポーツの推進に

努めます。 

●各小学校区での運動会の開催や地域に密着した総合型スポーツクラブの設立

と活動を支援していきます。 

３ スポーツ団体の充実・強化 
●体育協会の充実及び各スポーツ団体の活動の強化を推進します。 

４ 競技スポーツの育成・強化 
●体育協会加盟の各種目スポーツ団体の競技スポーツ活動を支援します。 

●全国大会、九州大会への競技出場について支援します。 

５ スポーツ施設の整備、充実、活用促進 
●既存施設の整備改修と管理運営の充実による安全性、利便性の向上に努め利用

を促進します。 

●市民のニーズや既存施設の利用状況等を踏まえ、新しいスポーツ施設の建設に

ついて検討します。 

６ スポーツの広域交流事業等の誘致・開催 
●体育協会や観光部局と連携し、広域的なスポーツ大会・スポーツ、交流事業の

誘致・開催を推進します。 

●リレーマラソン、スポレク大会及び柔道、バレーボール合宿等の誘致活動を進

めるとともに、地域の振興に寄与するよう努めます。 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 
体育協会（種別競技団体の数） 
（県体種別競技数 28種別） 

18団体 20団体 

総合型スポーツクラブの育成 1団体 2団体 

「スポーツ環境」市民満足度 30.5% 35.0% 

週１回以上スポーツ活動を「している」市
民の割合 

29.4% 35.0% 
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４．青少年 

◆現状と課題 

子ども会活動や青少年育成市民会議における事業での学校への参加募集依

頼や作文募集等を行い学校との連携を進めていますが、地域との連携まで至っ

ていない状況です。子どもたちの地域における活動の推進に向けた連携が課題

となっています。 

青少年に対する行事は子ども会及び青少年育成生市民会議、放課後子ども教

室で対応しています。子ども会、市民会議に対しては補助金による支援を行っ

ていますが、各組織事務局の独立性確保が課題となっています。 

家庭教育に関する事業については現在実施していませんが社会教育、福祉と

の連携をどのようにできるか検討するなど、実施に向けて取り組んでいきます。 

 

◆基本方針 

青少年の健全な育成を図るには、学校・家庭・地域のそれぞれの教育機能を

見直すとともに、地域、家庭の教育力を回復することが重要です。そのため、

学校・地域・家庭の連携を強化し、相互連携、協力体制の整備・拡充を推進し

ます。 

 

―次代を担う青少年の健全育成 
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◆主要施策 

１ 学校、地域ぐるみでの青少年育成の推進 
●青少年の地域活動、体験事業活動への支援の充実に努めます。 

●放課後子ども教室、夢づくり支援事業、弁論大会、体験活動事業等今後とも推

進していきます。 

 

 

 

 

 

２ 各種青少年育成活動団体の充実・支援 
●青少年の健全育成を推進する各種団体への支援、相互連携の推進を図ります。 

●青少年育成市民会議、子ども会連絡協議会活動への支援を進めるとともに各事

務局の独立性を高めるよう促していきます。 

３ 家庭における育成機能の充実・支援 
●家庭教育に関する学習機会の充実に努めます。 

４ 健康・福祉・教育部門の連携促進 
   ●健康・福祉・教育各部門の連携に努めます。 

●各部門の連携に努め各種学級や講座の促進及び支援の充実に努めます。 

●各部内の連携を強化し放課後子どもプラン事業の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

子ども会の設置地区数 
（対象地区数 88地区） 

68地区 88地区 

「青少年の健全育成環境」市民満足度 23.7% 30.0% 

・異世代交流事業  ・放課後子どもプラン事業  ・日本一の石段登り 

・パソコン教室   ・スキー教室  ・九重山あるき 
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５．歴史・文化財 

◆現状と課題 

市内には、国指定文化財として重要文化財の「西岡家住宅」、永寿寺の「木

造不動明王及び二童子像」や史跡「不動山窯跡」、天然記念物「嬉野の大チャ

ノキ」、国登録有形文化財の「杉光陶器店主屋・一の蔵・二の蔵・三の蔵」、「池

田家住宅主屋・蔵・石垣」をはじめ、県及び市指定の文化財や窯跡など、多く

の遺産もがあります。 

社会の大きな変動の中で、各地の歴史や文化を語る遺跡や固有の歴史的集

落・町並みも急速に失われてきました。平成 17年 12月に「塩田津」が重要

伝統的建造物群保存地区として選定され、整備事業が進められています。 

文化財は、先人たちが私たちに伝え残してくれた大切な遺産です。これらを

把握するとともに新しい文化財を掘り起こし、後世へ保存継承していかなけれ

ばなりません。また、埋蔵文化財についても、将来的な保存・活用を図る必要

があります。 

指定 種別 件数 備考 

 

国指定 

重要文化財 ２ 西岡家住宅 

木造不動明王及び二童子像 

史跡 １ 不動山窯跡 

天然記念物 ２ 嬉野の大チャノキ 

カササギ生息地 

選定 伝統的建造物群保存地

区 

１ 嬉野市塩田津 

登録 登録文化財 ７ 杉光陶器店主屋・一の蔵・二の蔵・三の

蔵、池田家住宅主屋・座蔵・石垣 

 

県指定 

重要文化財 ２ 石造眼鏡橋 

木造神像及び仏像 

重要無形民俗文化財 １ 両岩の小浮立 

天然記念物 １ 唐泉山の椎の天然林 

 

市指定 

重要文化財 24 明治初期の本村地籍図他２３件 

史跡 6 西山陶山社他 5件 

重要有形民俗文化財 １ 天保５年銘の唐箕 

重要無形民俗文化財 １ 畦川内綾竹踊り 

天然記念物 ６ 千室神社のクスノキ他５件 

合      計 55  

（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

―価値ある歴史文化を後世に 
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◆基本方針 

市民がふるさとの歴史や文化のすばらしさを再発見、再認識することにより

地域を発展させ、価値ある歴史文化を後世に伝えることが可能になります。そ

のために調査、研究を積極的に行い、公開・活用を通して潤いのあるまちづく

りに努めます。 

◆主要施策 

１ 文化財の保護と意識の高揚 
●歴史や文化財に関する講座や見学会の実施、広報紙の配布などにより、歴史文

化への理解と文化財保護の意識高揚に努めます。 

２ 文化財保存事業の推進 
●文化財は、地域の人々の心のよりどころとして生活の中に生き続けています。

そのような観点から一般文化財や伝統芸能の保存・活用・啓蒙に努めます。 

３ 埋蔵文化財の調査と保存、公開 
●市内の遺跡調査を行い、あらたな遺跡の確認や定期パトロールにおける遺跡状

況調査を実施し、埋蔵文化財の保護に努め、発掘された資料の展示公開などを

行います。 

●開発に伴う埋蔵文化財の発掘調査や学術調査による重要遺跡の確認保存を行

います。 

４ 伝統的建造物群保存地区保存事業の計画的推進 
●旧長崎街道と川港で栄えた歴史的町並みとして国の選定を受けた「塩田津」の

保存修理事業を継続するとともに、地区の生活環境の向上を図りながら文化財

を生かしたまちづくりを推進していきます。 

●社会文化会館の完成により、一体となってイベントや企画展等の実施・活用を

進め、市民や観光客等に対して参加・利活用を働きかけていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 
「地域文化を守り育てる活動の状況」市民
満足度 26.9% 30.0% 
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６．文化・芸術・芸能 

◆現状と課題 

市民主導の文化振興のための嬉野市文化連盟へ補助金による支援を行って

おり、事務局は体育協会が受け持っていますが体育協会が法人化したことによ

り、文化連盟の事務取扱いへの対応が課題となっています。 

また、文化活動団体の後継者育成への支援も大きな課題となっています。 

今後、既存の文化施設に加え、社会文化会館の完成によって優れた文化・芸

術・芸能の鑑賞機会・市民活動の場の拡充をどのように進め、観光客も含めた

市内外の多くの人に情報発信していくか課題です。 

また、塩田地区、嬉野地区で実施されている文化祭の統合も課題となってい

ます。 

 

◆基本方針 

市民が文化芸術への興味を深め、心の潤いを求めるための環境の整備拡充が

重要です。そのための文化施設を充実させるとともに「創る、観る、ふれあう、

参加する」活動を推進します。 

 

◆主要施策 

１ 伝統芸能・郷土芸能などの記録保存、後継者の育成 
●地域に伝わる民俗文化財の保存継承に努めます。 

●保存継承のための助成事業を推進し、後継者の育成・確保を図ります。 

２ 文化芸術活動の充実と市民活動への育成・促進 
●社会文化会館や嬉野市公会堂等を活用した優れた芸術文化の鑑賞機会の充実

や各種文化事業の向上に努めます。 

●文化連盟による芸術文化活動への支援を充実し、社会文化会館や公会堂などの

文化施設を活用したレベルの高い本格的な市民芸術活動の実施や短歌大会、川

柳大会等の文化活動の実施充実を促します。 

●市民だけでなく観光客も呼びこむことができる文化芸術イベントの開催に努

めます。 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

地域に伝わる伝承芸能の数   

「文化芸術環境」市民満足度 18.2% 25.0% 

―創る、観る、触れ合う、参加する活動の推進 



第２部 基本計画 

 93 

第５章 地の利を生かし地域の力を発揮す
る活力のまち 

◆施策体系 

 

 

－１．農業・水産業 

－２．林業 

－３．工業 

－４．商業 

－５．雇用の創出・起業支援 

 

 

◆戦略プロジェクト 

「地の利を生かし地域の力を発揮する活力のまち」の実現を目指して、戦略

的役割を担い、新しいまちづくりを牽引していくべき施策を「戦略プロジェク

ト」と位置づけ、次のとおり重点的に取り組んでいきます。 

 

戦略プロジェクト 

①６次産業化推進プロジェクト 

本市の地域特産品を生かした“うれしのブランド化”をさらに推進するとと

もに、農商工観光連携による６次産業化を通じて、地域産業の活性化をリード

します。 

 

②商店街機能再生プロジェクト 

地元商店等の利用を促進するソフト事業の展開や商店街が市民・観光客を対

象に開催するイベント等への支援を行い、市内での消費拡大を推進するととも

に、買い物弱者の増加など高齢化社会の進展に対応した販売方法・開発への支

援など商店街機能の再生に努めます。 

 

 

 

地の利を生かし地域の力
を発揮する活力のまち 
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１．農業・水産業 

◆現状と課題 

嬉野市の農業は農産物価格の低迷、他産業への就業機会の拡大、定期的

安定収入への依存による兼業化が進行しており、農家戸数及び耕地面積も

年々減少しています。 

農業の未来を切り開き、国際競争の中で持続的に発展していくには後継

者の確保、経営の効率化に取り組み、足腰の強い農業経営づくりを支援す

る必要があります。 

また、遊休農地の拡大を防ぐため、関係機関と連携し、担い手の育成と

ともに担い手への農地や農作業の集積を図り、大型機械導入による作業の

効率の向上と、経営を安定させるための基盤整備を進める必要があります。 

農地の有効活用と特色ある産地づくりを進めるため、施設園芸の拡大、

特産農産物の開拓、うれしの茶のブランド確立など他産地との差別化を図

る必要があります。 

一方、消費者の視点に立った安全・安心な農産物を生産供給するための

新たな取り組みが求められており、残留農薬基準の遵守や家畜伝染病の防

除対策の強化を図る必要があります。 

水産業においては、塩田川水系で零細な内水面漁業が営まれていました

が、漁業協組合の解散により、今後の魚種の放流、資源確保が困難となっ

ています。恒常的な漁獲量の確保、河川環境の保持が求められています。 

 

◆基本方針 

農村環境を守り、農地の持つ多面的機能を発揮する農村づくりを主眼に

農村振興を図ります。 

水田農業においては、食料・農業・農村計画に基づく対応が求められて

おり、嬉野市の水田農業を持続的に発展させていくために、国・県との役

割分担を踏まえ、農業者との連携を図り、足腰の強い担い手の育成に努め

ます。 

遊休農地の拡大防止に努め、自然環境、市場環境、生産環境に応じた地

域の特性を生かした生産性の高い農産物の振興を図るとともに、農村環境

の保全、美しい景観の形成に努め、消費者ニーズに即応して、安心、安全

な農産物の供給を図ります。 

都市住民の農業に対する理解を求め、都市と農村の共生、交流を図るた

め、交流型農業の推進を図ります。 

 

―未来を切り拓く農業の振興に向けて 
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◆主要施策 

１ がんばる人を支援する農業生産基盤の整備 
●生産規模拡大や集約化にあわせて農地の基盤整備を推進し、生産性の向上・

作業の効率化に努めます。 

●農地の流動化を図り、規模拡大への支援を強化し、農地の利用集積を推進し

ます。 

２ 快適で住み良く、環境にやさしい農村づくり 
●減農薬・有機肥料使用などの農業を推進し、環境にやさしい農村づくりに努

めます。 

●担い手への農作業の受委託を推進して、農地の利用集積を図り、遊休農地の

発生防止及び解消に努めます。 

３ 活力ある担い手の育成 
●高齢化及び後継者不足を解消し、農地、労働力、機械施設を最大限に活用し

ながら、生産性の高い農業経営を確立するため、集落等で生産から販売、収

益分配まで一元的経理を行う「集落型経営体」を育成するとともに、これら

経営体の法人化を推進します。 

●農家が誇りと希望を持って生活ができる農業の実現を目指し、生産性の高い

農業経営を育成するため、認定農業者等の支援活動を積極的に推進します。 

４ 生産性の高い農産物の振興 
●米・麦・大豆などの土地利用型作物については、集落を基盤とした生産組織

や認定農業者などを地域農業の担い手として確保・育成し、より効率的・安

定的な経営、生産体制づくりに努めます。 

●さらに、消費者・実需者ニーズに即した作物の需要拡大を推進し、販売体制

を確立します。 

●野菜、花卉、畜産については、高品質・高能率産地としての確立を目指しま

す。 

●関係機関と緊密に連携し、経費の低減や作業の効率化を図り、高度技術・品

種改良の積極的な導入に努めます。 

５ 安全・安心な農産物の供給 
●消費者が求める、より安全・安心な作物の生産と環境にやさしい農業の推進

に向け、有機栽培、特別栽培、エコ農業等の取り組み拡大を図るとともに、

競争力のある収益性の高い農業の確立に努めます。 

●消費者へ、より安全・安心な農産物を提供するため、栽培履歴記帳の構築を

推進します。 

６ 競争力のある農産物の振興 
●市場の動向にあった農産物を生産し、販路の確保・拡大を図り、農産物の流
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通改善に努めます。 

●一定の品質や付加価値をつけ、地域ブランドの確立を図り、他地域に負けな

い足腰の強い農産物を生産するように努めます。 

７ 交流型農業の推進 
●生産団体や販売業者等の連携した各種イベントの開催により、嬉野産農産物

の普及に努めます。 

８ 地産地消と食農教育の推進 
●学校給食に地元産の農畜産物を積極的に取り入れるなど、地産地消の取り組

みを推進します。 

●地産地消の学校給食を通して、食教育と農業体験学習を一体的に実施する食

農教育を推進します。 

９ 水産資源の確保 
●内水面漁業については、恒常的な魚種の放流や河川環境の向上のため新しい

組織・体制の構築に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「農業振興の状況」市民満足度 8.8％ 15.0％ 

 



第２部 基本計画 

 97 

２．林業 

◆現状と課題 

嬉野市の林業を取り巻く情勢は依然として厳しいものがあり、木材の輸

入増加等を主因とした、木材価格の長期低迷、森林整備の担い手の減少、

高齢化などにより林業生産活動が停滞し、手入れがなされずに放置され荒

廃した森林が増えてきています。 

森林の有する多面的な機能の高度発揮に対する市民の期待に応えていく

ためには、「水土保全」、「森林と人との共生」、「資源の循環利用」を念頭に、

育成複層林施業、長伐期施業等の計画的な実施や天然生林の的確な保全・

管理、木材資源の効率的な循環・利用のための適切な保育・間伐の実施な

ど、森林を健全な状態に育成し、森林資源としていくことを目的とした整

備を図ることが必要です。 

また、森林レクリエーションの場、森林教育の場、ボランティアなどが

森林づくりに参加する場、都市と山村の交流の場等として、森林空間をさ

まざまに利用する森林の総合利用に対応した多様な森林資源の整備が必要

です。 

森林整備の基盤として、林道・作業道等、路網の整備を促進し、生産、

流通及び加工段階における条件整備を地域一体となって積極的になって取

り組むことが必要です。 

 

◆基本方針 

森林の整備及び保全にあたっては、森林の有する多面的機能を総合的か

つ高度に発揮させるため、重視すべき機能に応じた適正な森林施業の実施

により、健全な森林資源の維持造成を推進することとします。 

森林（もり）と人々（ひと）との語らいの場の整備を図り、自然環境や

国土保全、水源の涵養等、森林の持つ公益的機能を発揮させる、共生の森

林（もり）づくりを目指します。 

 

◆主要施策 

１ 就労環境の整備及び林業従事者の育成 
●林業労働者の雇用安定、人材育成、福利厚生制度の整備を推進し、就労環境

の整備に努めます。 

●林業の中心的担い手である森林組合については、森林整備推進するための体

質強化を図り、経営の合理化や近代化への指導助言を行い、事業の拡充を目

指します。 

―共生の森林（もり）づくりを目指して 
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２ 生産基盤の整備 
●林道及び作業道の開設・改良・舗装等の整備を推進するとともに適正な維持

管理に努めます。 

●生産、作業コストの縮減のため高性能機械の導入を行い、省力、効率化に努

めます。 

●健全な森林を長期的な観点から計画的に維持・育成していくため、森林を集

約化し森林組合等が中心となり効率的な森林施業を目指します。 

３ 計画的な造林・保育の推進 
●良質な多良岳材の生産、ブランド化のため、枝打ち、間伐等、樹齢に適した

保育作業の徹底と育林技術の向上に努めます。 

●森林の持つ公益的機能をより強く発揮させられる、特用林産物のしいたけ原

木等、広葉樹の育林に努めます。 

４ 林産物の利用促進及び加工施設等の整備 
●間伐材の有効利用を図るため、需要開発、間伐材の商品化に向けて、既存の

加工施設の有効活用を目指します。 

●良質材の生産を目標に、質的、量的に安定した生産体制を整備し、多良岳材

としての出荷体制を整備します。 

●特用林産物の生産体制を整備し、安定した供給に努めます。 

５ 共生の森林（もり）づくりの推進 
●下宿地区生活環境保全林（みゆき公園）、岩屋川内地区生活環境保全林（ア

ジアの森）、唐泉山生活環境保全林及び広川原キャンプ場については、広葉

樹の植栽を推進し、景観の維持向上を図り、保健休養や文化教育等、森林と

のふれあいの場としての整備を促進します。 

●市内に点在する自然景観を活用し、広葉樹植栽等の新たな森林整備を行い、

共生の森林（もり）づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「林業振興の状況」市民満足度 9.0％ 12.0％ 
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３．工業 

◆現状と課題 

嬉野市には、歴史ある伝統工業の焼物産業や酒造業・石工業のほか、誘

致企業の自動車部品・船舶機械・アパレル等の製造業があり工業の中心を

担っています。 

近年、都市部での景気は上昇傾向の兆しがあるようですが、地方におい

ては依然として厳しい状況下にあり、企業の経営安定化、生産性の向上の

ために地場産業の活性化に向けた各種支援を行うことが必要です。 

 

◆基本方針 

地場産業の振興発展のために、観光等と連携して“うれしのブランド”

の確立を目指すとともに、関係機関と連携し、地場製品の販路拡大などの、

各種支援を行い、地場産業の活性化を図ります。 

 

◆主要施策 

１ 嬉野のブランディングと地場製品の販路拡大 
●市内外でのイベント等における地場製品の紹介やＰＲ活動を行うなど、“う

れしのブランド”の確立を目指した活動を展開するとともに、県をはじめと

する関係機関と連携し、国内外での販路拡大を目指します。 

２ 観光、農業、商業と連携した地場産業の振興 
●吉田地区を中心とした窯業の活性化に向け、情報交換の場の支援、技術・芸

術性の向上、究極の人気商品開発、宣伝などによる窯業の振興を図ります。 

●農業・観光との連携により、地元産品の販売支援、需要と供給の安定化、情

報発信によるＰＲなどに努め食品加工業の振興を図ります。 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「工業振興・企業誘致の状況」市民満足度 5.1％ 10.0％ 

 

―地場産業の活性化に向けて 
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４．商業 

◆現状と課題 

近年、生活様式（ライフスタイル）の変化、潤いや快適性を求める消費

者の価値観の変化に伴い、商店街に求められる機能は、単に物品の販売に

止まらず、サービスやレジャーなどますます多様化、高度化する傾向にあ

ります。 

また、大型無料駐車場を備えた近隣の郊外型大型店へと客が流れ、商店

街では空き店舗が増加し、市街地の空洞化が進行しています。 

このような状況の中、小売店でしかできないきめ細かな独自のサービス

や情報の提供など、魅力ある小売店を育成する必要があります。 

商店街の集客力を高めるためには、空き店舗対策や商店街の活性化事業

など商業施策を従来にも増して一層積極的に推進し、魅力と賑わいのある

商店街、商業拠点を形成することが課題となります。 

 

◆基本方針 

商店街は「まちの顔、地域の顔」であり、「市民と観光客の交流・ふれあ

いの場」であることから観光客を含めた消費者把握に努めるとともに、個

性に富んだ魅力あふれる小売店の育成や商店街の活性化を支援します。 

また、高齢化や人口減少などの環境変化に対応し、消費者の利便性を高

めるための取り組み強化を支援します。 

 

◆主要施策 

１ 商業地の環境・景観整備と賑わいの創出 
●市民と観光客が集うにぎわいの場の再生と創造に向け、商業者との協働のも

と、嬉野温泉駅周辺整備事業と連動した商業地の環境・景観整備を進めると

ともに、独自サービスや商業イベントの支援で賑わいの創出に努めます。 

２ 消費者の視点に立った、商店街の利便性の向上 
●空き店舗対策や地域に密着したサービスの展開等を図り、高齢者等が気軽に

買物に行けるよう商店街の利便性を高めるよう支援します。 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「商業振興の状況」市民満足度 5.3% 20.0% 

商店街の空き店舗率 24.65% 20.65% 

市内の商店での買い物を「している」市民
の割合 

59.2％ 65.0％ 

―まちの顔、地域の顔の商店街づくり 
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５．雇用の創出、起業支援 

◆現状と課題 

市内には誘致企業が数社ありますが、地元志向を持つ若者が就職するには十

分な雇用状況ではありません。少子高齢化が進む中、高校・大学の新卒者の多

くが県外へと流出しているため、今後ますます人口減になることが予想されま

す。 

その抑止策の一つとして、雇用の拡大を図るため、新たな製造業、地の

利を活かした流通業などを受け入れるための工場適地の整備を進めるとと

もに企業立地への優遇措置を講じ企業誘致を図っていく必要があります。 

観光、福祉、環境など将来的な発展が望まれる分野での起業を促すため、

相談・指導体制の充実など支援措置を講じる必要があります。 

 

◆基本方針 

雇用の場の拡大を図るため、既存企業及び新規企業の受け皿となる工場

用地の確保に努めます。 

企業立地に関する優遇措置など積極的に情報提供を行い、企業誘致を促

進します。 

 

―若者が定着できる魅力ある企業の誘致 
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◆主要施策 

１ 雇用の創出 

●既存企業の規模拡大や新規企業の進出を推進するために、各種都市基盤（イ

ンフラ）整備を行います。 

●若年層の地元定着を目指すとともに、女性・障がい者の雇用促進について企

業に理解を求めていきます。 

２ 起業支援の推進 

●起業者に対し、優遇措置などの情報提供や活用方法などを指導し、新規企業

の創出を図ります。 

●観光・福祉・環境など将来的な発展が望まれる分野での起業を促すため、支

援措置を検討していきます。 

●企業及び地域間における連携・調整に努めます。 

３ 企業立地の推進 

●企業立地の推進を図るため、優遇措置などの情報提供を積極的に行い、関係

機関と連携し、工場用地を確保、整備し、若者が定着できるよう魅力ある企

業の誘致を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「雇用の創出・起業支援の状況」市民満足度 4.6％ 10.0％ 
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第６章 だれもが参画できる協働と自立の
まち 

◆施策体系 

 

 

－１．人権 

－２．男女共同参画 

－３．住民自治の育成 

－４．行政への住民参画 

－５．行政計画 

－６．財政計画 

 

 

◆戦略プロジェクト 

「だれもが参画できる協働と自立のまち」の実現を目指して、戦略的役割を

担い、新しいまちづくりを牽引していくべき施策を「戦略プロジェクト」と位

置づけ、次のとおり重点的に取り組んでいきます。 

 

戦略プロジェクト 

 

①全国に誇れる地域コミュニティ活動プロジェクト 

小学校区を範囲とし、多くのＣＳＯ（市民社会組織）が参加するコミュニテ

ィ体制の確立により地域の課題は地域で対応することや市民と行政の協働に

よるまちづくりを推進する全国でも先進的な自立と協働のまちづくりを目指

します。 

 

②健全な財政運営プロジェクト 

今後とも合併に伴うインフラ整備や新幹線駅決定に伴う駅周辺整備事業な

ど大型の投資事業の継続が見込まれますが、行財政改革大綱に基づく経常経費

の抑制・節減や自主財源の確保、さらには国・県の支出金など依存財源の確保・

有効活用等に努め、将来にわたって健全な財政運営に努めます。 

 

 

だれもが参画できる
協働と自立のまち 
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１．人権 

◆現状と課題 

嬉野市に住むすべての人が、いかなる場合においても、差別されること

なく、ひとりの人間として人権を尊重され、また、地域においても社会の

一員として認められ、あらゆる機会の平等が保障されなければなりません。 

しかし、現実には、女性、子ども、障がい者、外国人などに対する差別

や偏見、あるいは、いじめ、虐待、ＤＶ（家庭内暴力）など、様々な人権

問題が存在しています。 

 

◆基本方針 

「まちづくりは、ひとづくりから。ひとづくりは、人を大切にすること

から」という考えを起点に、ノーマライゼーションやユニバーサルデザイ

ンの理念のもと、お互いを認め合う人権意識の根付いたまちを目指し、学

校、職場、地域などあらゆる場における人権教育の推進と環境整備として

の「ひとにやさしいまちづくり」を推進します。 

各種啓発活動をとおして、いかなる差別も認めない人権尊重の精神の育

成に努めます。 

 

―お互い認め合うまちを目指して 
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◆主要施策 

１ ひとを大切にする教育の推進 

●性別、年齢、国籍や障がいの有無などにより、ひとを差別することなく、お互

いを認め合うことができるような人権教育を効果的に推進します。 

●「ひとにやさしいまち」都市宣言を行い、市民のみならず、観光客等に対して

も、相手の立場に立って接することができるように心豊かな人間性の育成に努

めます。 

２ ひとを大切にする環境づくり 

●バリアフリーやユニバーサルデザインの理念に基づき、すべてのひとが、わけ

へだてなく社会生活を過ごせるように、公共施設などの環境整備に努めます。 

３ 人権擁護活動の推進 

●人権擁護委員、民生委員・児童委員、保護司等の協力により、人権擁護活動の

推進を図ります。 

４ 人権・同和教育の推進 

●基本的人権を擁護するため人権意識の普及と高揚に努め、あらゆる差別と偏見

のない自由と平等な地域社会形成のため、市民と一体となった取り組みを推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「人権尊重のまちづくりの状況」市民満足度 16.7％ 20.0％ 
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２．男女共同参画 

◆現状と課題 

国においては、平成 11年に男女共同参画社会基本法が施行され、男性と女

性が性別にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同

参画社会の実現が「21世紀のわが国社会を決定する最重要課題」と位置づけ

られています。 

嬉野市においても、これまで「嬉野市男女共同参画行動計画」を策定し、男

女共同参画社会実現のための様々な施策を総合的かつ計画的に進めてきた結

果、男女共同参画に対する市民の意識も少しずつ向上してきました。しかし、

いまだに女性に対する不平等な社会通念や慣習などが職場や地域、家庭などに

根強く残っているのが現状です。 

真の男女共同参画社会を実現するためには、男女を問わず、個人が自己の生

き方を主体的に選択し、職場、学校、地域、家庭などに対する責任を平等に分

かちあえるような社会をつくっていくことが必要とされています。 

あらゆる差別を解消するためには、広範な教育の機会を通じて、教育や学習

により、人権の尊重や男女共同の意識を育んでいく必要があります。 

下図は平成 23年度に実施した「男女共同参画に関する意識調査」結果の抜

すいですが、男性優位の実態がうかがわれる結果となっています。 

 

男女の地位の平等感（社会通念・慣習・しきたり）にかかる意識調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆基本方針 

家庭や地域、職場、学校など身近なところから、まちづくりなどのあらゆる

場面において男女共同参画意識を高めるとともに、性別にかかわらず一人ひと

りの個性と能力を十分発揮できる環境づくりに取り組みます。 

社会のあらゆる分野に男女の視点が生かされ、反映されるよう意思決定過程

への女性の参画拡大を図ります。 

 

―１人ひとりが輝き自分らしく生きられる社会づくり 
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◆主要施策 

１ 男女がともに参画できる環境づくりの推進 
●家庭や地域において、男女の役割を固定化する古い慣習やしきたりを見直すた

めに男女平等教育の機会を増やし、女性が地域活動に参加しやすい環境づくり

を図ります。 

●学校教育でも人権教育・男女平等教育の推進を図ります。 

２ 男女がともに能力を発揮できる環境づくりの推進 
●家庭と職場が両立できるように、男女がともに協力した家庭生活の推進を図り、

職場での働きやすい環境の整備、支援を進めます。 

●市の政策立案や各種民間団体における方針の立案・決定に男女が共同して参画

する機会を確保します。 

３ 健康・福祉における男女共同の地域社会づくりの推進 
●いかなる暴力も許さない地域づくりの啓発に努め、相談体制の充実を図ります。 

●母性の尊重と男女の生涯にわたる健康づくりを支援します。 

４ 市民と行政の協働による推進体制づくりの推進 
●「男女共同参画行動計画」に基づく市民と行政の協働による推進体制づくりを

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 
男女の地位の平等意識（社会通念・慣習・
しきたりについて男女平等であるとする回
答比率） 

12.0% 25.0% 

審議会等の委員に占める女性の割合 25.9% 40.0% 

「男女共同参画の状況」市民満足度 17.4％ 20.0％ 
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３．住民自治の育成 

◆現状と課題 

今、地域社会では、人とひとの結びつきが薄くなり、孤立化しやすい傾向に

あります。そのため、子育てや保育・教育の悩み、高齢者の問題を一人で抱え

込み、問題が深刻化する状況を招いています。さらに、地域の住環境整備、美

化、防犯、防災など個人の力では解決できない問題が増えています。嬉野市に

おいては、農村部を中心にまだまだ良好な人のつながりがありますが、このよ

うな解決すべき課題は増加傾向にあります。 

一定の範囲の地域の一人ひとりに共通する問題や地域の課題を見つめ直し、

これを私たち自身の問題・課題として共有し、知恵や力を合わせて解決するこ

とが求められています。 

 

◆基本方針 

豊かな地域づくりのためには、そこに住む市民一人ひとりが、身近な課題の

解決に努めるとともに、地域全体のことを考え、できることから地域活動に参

加するような仕組みづくりを進めます。 

そのために、既存の区・班の活性化に加えて、多様な住民ニーズにこたえる

ために地域コミュニティ及び NPO などの育成に努めます。 

コミュニティ活動の拠点となる施設の既存施設活用による整備やCSO等の

交流拠点の設置などに努めます。 

 

―豊かな地域づくりを目指して 
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◆主要施策 

１ コミュニティ意識の醸成 
●広報誌・ケーブルテレビなどを活用し、きめ細かで系統的な啓発活動を進め、

市民のコミュニティ意識を高めます。 

●地域の地縁・志縁組織に対して、啓発ビデオ等を活用した説明会を開催すると

ともに、地域の住民組織が、地域活動状況等を掲載した情報紙を発行すること

を支援します。 

２ コミュニティ活動の促進 
●地域の課題解決を図る、区・班を基盤とする小学校区を範囲とし、多くの CSO

が参加する地域コミュニティの活動を支援します。 

●ＮＰＯ、ボランティア団体を新たな公共サービスの担い手として積極的に位置

づけ、市との協働を推進しています。 

●各地域コミュニティの連携や塩田地区・嬉野地区及び市全体の住民組織のネッ

トワーク化を促進し、住民組織の一体感の醸成やＮＰＯとの連携が円滑にでき

るよう努めます。 

●各地域コミュニティごとに市職員サポーター制度を導入し、組織的に地域活動

を側面から支援します。 

●市事業の住民団体を受け皿とする外注化による財政的な支援を促進します。 

３ コミュニティ施設の整備 
●地域コミュニティごとの既存施設を活用した地域コミュニティセンター設置

を推進します。 

●地域の情報発信や交流の拠点及び事務局としての機能を充実させます。 

●市の職員サポーター制度を活用し、きめ細かな各種相談、情報提供、諸証明の

発行並び小学校区住民組織の運営支援を行います。 

●ＣＳＯ・ボランティア交流拠点の整備を行い、ＮＰＯの設立・運営支援や各種

ＣＳＯ・ボランティアの交流や情報提供を促進します。 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「コミュニティ活動の状況」市民満足度 28.5％ 35.0％ 
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４．行政への住民参画 

◆現状と課題 

少子・高齢化、国際化、高度情報社会の急速な進展、地球的規模での環境保

全意識の高揚などにより、住民ニーズも、複雑化、多様化、高度化してきまし

た。 

市民意識や価値観の変化に応じた施策を展開するには、的確に市民ニーズを

把握し、施策に反映することが必要であり、その方法の一つとして市民の市政

参画があります。 

どのような内容の市民ニーズを把握したいか、また、どのような分野に市民

の意見を生かしたいかといった目的によって参画の方法は異なりますが、幅広

く市民の意見を集め、十分に分析し、行政施策に反映していかなくてはなりま

せん。 

さらに、行政の計画、実行、評価の各段階でどう市民が参画し“協働のまち

づくり”を進めていくか、仕組みづくりが急がれます。 

 

◆基本方針 

市の政策形成過程を始め、あらゆる機会を通じて、市民のまちづくりへの参

加を進めるとともに、自覚と責任を持った市民の活動などを最大限に活用し、

積極的な参画と協働のまちづくりを進めます。 

また、小学校区住民組織による、地域内まちづくり計画策定やネットワーク

化による連絡協議会設立等により、きめ細かな市政参画の場とします。 

 

―市民主体の協働のまちづくり 
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◆主要施策 

１ 市民参画の確立と推進 
●市政の様々な局面において、市民の意見をより広範にかつ公正に、反映できる

制度を確立し、市民の自立と責任を伴う行政との「協働」の場の拡充に努めま

す。 

●市民参画を支える人材育成や人材情報の提供を効率的に行い、組織・団体への

支援を行います。 

２ 地域ごとのまちづくり計画の策定 
●市民と行政が協働してまちづくりを進めるために、市民自身が市とともに地

域・地区の実情に即したきめ細かな「まちづくり計画」を地域・地区ごとに策

定するよう検討し、市民の自発的かつ自律的なまちづくりを促進します。 

●市は各種計画と整合を図り、市民の声を積極的に市政に反映させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「市民参画・協働の状況」市民満足度 18.4％ 25.0％ 
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５．行政計画 

◆現状と課題 

嬉野市は、これまで「嬉野市行財政改革大綱集中改革プラン」を策定し、こ

れを基本に健全で効率的な行政運営に取り組んでいます。 

しかし、今後も少子高齢化の進行や厳しい財政運営が続くと予想され、新た

な行政課題の発生や市民ニーズが益々多様化することが推測されます。 

このため、組織・機構の見直しや定員管理の適正化を推進し、社会情勢の変

化を踏まえた事務事業の見直し、開かれた行政の実現のための適切な行政情報

の公開等による行政の透明性の向上を図っていく必要があります。 

自己啓発の奨励、人を育てる人事管理、職場外での職員研修の実施により地

域の実情に即した行政サービスが展開できる人材の育成、確保を図り、市民と

協働してまちづくりを推進していく簡素で効率的な行政組織の再編整備を図

る必要があります。 

 

◆基本方針 

複雑多様化する市民のニーズや高度情報化の進展などの社会経済情勢の変

化に的確に対応していくため、簡素で効率的かつ弾力性に富んだ行政執行体制

の確立を図ります。 

行政評価システムを構築し、市民の立場に立った成果重視型の行政運営を実

現します。 

職場研修や自己啓発により職員の能力を開発し、地域の課題を自らの創意と

工夫で解決する資質と能力の向上に努めます。 

人を育てる人事評価制度の導入や任用制度の多様化により、人材の育成、確

保に努めます。 

 

―簡素で効率的な行政運営 
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◆主要施策 

１ 行政運営の高度化 
●新たな行政課題や市民のニーズに対応できる組織機構の見直しを行い、行政運

営のコスト削減を図り、事務事業のシステム化、ネットワーク化を推進し、行

政運営の高度化を図ります。 

２ 市民サービスの向上と行政評価導入 
●市民の負担の軽減や利便性を向上させ、情報の公開を積極的に推進し、市民サ

ービスの質的向上に努めます。 

●市民の立場の行政評価システムの構築を行い、評価の結果を公表し、市政に反

映させます。 

３ 職員の人材育成 
●職員研修の充実に努め、自主的な市政研究グループの育成・支援等により、職

員の能力向上を図ります。 

●適正な定員管理及び人事評価制度を導入し、人材育成を目的とした定期的で計

画的な異動（ジョブローテーション）の確立や専門職制度、技術職の確保など

人材育成・確保と連携した職員配置に努めます。 

●専門的な知識・技能を有する専門家の中途採用や期限付き採用など任用制度を

多様化し、有能な人材の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

「行財政改革の状況」市民満足度 12.6％ 20.0％ 

「広域的連携によるまちづくりの状況」市
民満足度 

13.9％ 20.0％ 
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６．財政計画 

◆現状と課題 

国の法改正により合併特例債を利用できる期間が延長できるようになりま

したが、長年にわたる不況等からようやく回復傾向へと転じているものの、課

税標準額の低下が続いており、厳しい財政状況となっています。一方で歳出で

は社会保障関連経費が一貫して増加していることに加え、近い将来、大型投資

事業への繰出金などの増加が見込まれる状況にあります。 

今後とも、少子高齢化社会による福祉対策や生活基盤整備など増大・多様化

している住民ニーズに対応する施策の充実が求められており、行財政改革大綱

などに基づく行財政構造の見直しを進め、これまで以上に財政健全化の取り組

みを推進する必要があります。 

 

◆基本方針 

豊かで活力のあるまちづくりを推進するため、安定した歳入の確保に努める

とともに、経常経費の節減と課税客体の増加を図り、限られた財源の効果的・

重点的配分を行い、計画的で効率的な財政運営に努め財政の健全化を目指しま

す。 
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◆主要施策 

１ 計画的・効率的な財政運営 
●行財政改革大綱に基づき、経常経費の抑制・節減により計画的・効率的な財政

運営を推進します。 

●中長期財政計画に基づき、投資的経費の重点的・効果的配分を行います。 

２ 積極的な自主財源の確保 
●電子システム等を有効に活用し、課税対象の適正な把握と収納率の向上に努め

ます。 

●受益者負担の見直しにより使用料・手数料・分担金の適正化を図ります。 

●地域産業の振興、企業誘致等による財源の確保に努めます。 

３ 依存財源の確保と有効活用 
●国庫支出金や県支出金などの財源を確保し有効活用を図ります。このため、合

併特例債を有効活用できるよう新市建設計画を変更します。 

●市債は財政規模に見合った公債費負担を見極め、計画的な運用に努めます。 

 

 

 

 

 

 

◆目標指標 

指標名 現状値 
目標値 

（平成 29年度） 

経常収支比率※ 89.0% 90%前半 

実質公債費比率※ 9.5% 7%前半 

市税徴収率（一般会計） 79.8% 80%前半 

※注釈 

「経常収支比率」 

経常収支比率とは、税などの一般財源を、人件費や扶助費、公債費など経常的に支出

する経費にどれくらい充当しているかをみることで、財政の健全性を判断します。この

比率が高くなる程、公共施設の整備など投資的な経費に充当する財源の余裕が少なくな

り、財政運営が厳しくなります。 

「実質公債費比率」 

市の借入金の元利償還金（返済金）の水準を測る指標のことで、この数値が 18％を

超える団体は市債発行の時、県知事の許可が必要となり、25％を超えると一部の市債

発行が制限されます。 


